
３３ 

議 事 日 程  （第２号） 

 

令和４年９月７日（水）午前10時開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．12番 加藤 弘己 

                   ２．２番 加藤 治司 

                   ３．９番 楠  浩幸 

                   ４．５番 福永 桂子 

                   ５．16番 中村 博行 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は17名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 ここで、副議長より挨拶を申し上げます。 

  〔副議長 竹内祐子登壇〕 

○副議長（竹内祐子） おはようございます。副議

長の竹内祐子でございます。皆様には、いつも市議

会に関心をお寄せいただき大変ありがとうございま

す。議会を代表してお礼を申し上げますとともに、

一言、御挨拶を申し上げます。 

 今年の夏は６月下旬から７月初めにかけて記録的

な暑さが続き、７月中旬から８月中旬にかけては東

北や北陸など大雨が相次ぎました。市内においても

７月９日から７月10日にかけての大雨により、白須

賀地区の道路のり面及び歩道部の崩壊があり、御迷

惑をおかけしているところです。 

 猛暑や大雨は地球温暖化の影響と言われますが、

その対策がすぐに進むわけではありませんので、市

は治水対策や土砂対策、災害発生時の住民避難の在

り方などを災害が発生する前に見直していただきた

いと思います。 

 ９月１日は、各地区で総合防災訓練が実施された

と思います。ほとんどが役員のみの訓練だったと思

いますが、市民の方々には避難所の備蓄には限りが

あるので、マスクや体温計、アルコール消毒などは

非常袋にセットすることを呼びかけていただきたか

ったです。当たり前と思うかもしれませんが、感染

症対策を伝えることが大事だと思います。 

 定例会初日の市長さんの挨拶にもありましたよう

に、８月20日に湖西おいでん祭が３年ぶりに開催さ

れ、多くの家族連れの方々でにぎわっておりました。

子供が好きな体験ブースには列ができ、家族の思い

出の一こまとなったと思います。長引く新型コロナ

感染症で子供たちの不調を、大人たちは見逃さない

ように見守っていただきたいと思います。 

 湖西市をＰＲする新キャラクターの発表がありま

した。子育て世代や若者には圧倒的な人気で選ばれ

た作品です。市では、10月10日までキャラクターの

名前を募集していますので、皆様で覚えやすい名前

を考えていただけるとうれしいです。 

 さて、今定例会は８月29日から９月28日までの31

日間の開催です。本日から14人の議員が一般質問さ

れます。災害から身を守る安全な地域づくり、高校

生の社会参画、障害・福祉、農業など市民生活に密

着した課題について質問されます。 

 一般質問は行政のチェックを行うとともに、市政

発展を目指すものです。お時間の許される限り、１

人でも多くの方に傍聴、ＹｏｕＴｕｂｅ等の視聴を

お願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日はありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 挨拶は終わりました。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでござい

ます。 

 今回、14名の議員の一般質問が通告されておりま

す。一般質問の日程を本日から３日間予定しており

ますので、本日５名、８日に５名、９日に４名の一

般質問を行うことといたします。 

 予定された３日間の日程で、全ての一般質問が終

えられるよう、質問者及び答弁者の御協力を強くお

願いいたします。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 本日の質問順序は、一般質問通告一覧表のとおり

１番 加藤弘己君、２番 加藤治司君、３番 楠 

浩幸君、４番 福永桂子さん、５番 中村博行君と

決定いたします。 

 なお、中村博行君より参考資料の配付を求められ

ましたのでこれを許可しております。また、加藤治

司君の一般質問に対する答弁資料として、当局より

資料配付を求められましたのでこれを許可しており

ます。資料はあらかじめ配付させていただいており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、12番 加藤弘己君の発言を許します。 

  〔12番 加藤弘己登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、12番 加藤弘己君。 
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○12番（加藤弘己） 12番 加藤弘己でございます。

一般質問をさせていただきます。 

 主題としまして、だれもが災害から身を守れる安

全な地域づくりについてでございます。 

 質問しようとする背景や経緯。電車の中を見渡し

たところ、スマートフォンを操作している人がいか

に多いか、今ではスマートフォンなしの暮らしは考

えられません。 

 その一方、高齢者などそういったデジタル技術を

容易に利用することができない方もいます。 

 総人口が減るのにもかかわらず、高齢者が増え、

それを支える若者が減る中、近年、大雨による洪水

や崖崩れ被害が多発しており、遠くない将来には南

海トラフ地震と首都直下型地震が起こると言われて

おります。 

 質問の目的でございます。災害が発生しても全て

の市民が安全に避難・生活できる地域づくりを目指

すためです。 

 それでは１番の質問を行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 先月８月は全国的に、特に東

北や北海道等で記録的な大雨により大きな被害が起

きたことを記憶しております。行政は、住民に対し

緊急安全確保や避難指示等を発令しております。令

和３年度、４年度の避難指示、避難人数の実績を伺

います。よろしくお願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。危機管理監。 

  〔危機管理監 安形知哉登壇〕 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 近年、全国的に急な天候の悪化などにより被害が

発生するケースが相次いでおり、昨年、令和３年５

月に災害対策基本法の改正により、適切なタイミン

グで避難行動が取れるよう避難勧告を廃止し、避難

指示に統一をするなど、名称の変更や避難情報の発

令基準が変更をされております。本市においても被

害を未然に防ぐため、また少しでも軽減できるよう

新たな発令基準に合わせ、避難情報を発令しており

ます。 

 気象情報発表に伴う配備体制につきましては、令

和３年度は５回、令和４年度は８月末時点で４回と

なっております。 

 土砂災害警戒情報の発表による警戒レベル４の避

難指示につきましては、令和３年度は３回発令し、

避難者総数は合計７名、令和４年度は８月末時点で

３回発令し、避難者の数は合計３名となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。多数

の避難所がほとんど利用されていない実態が浮かび

上がりました。本当に危険な災害が来たときの準備

と捉え、避難所だけでなく建物の高層階へ逃げる避

難手段を取ってほしいと思っております。 

 行政は空振りを恐れず緊急安全確保や避難指示等

を発令し、やはり人命を最優先にしていただきたい

と思っております。これは質問ではございません。 

 それでは、再質問をさせていただきます。アメニ

ティプラザ、体育館等の利用時に災害が起きると予

想されたときや災害時には、施設管理者はどのよう

な対応をするのか伺います。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 施設管理者におきましては、各施設ごとに避難誘

導等を行うための手順を定め、手順に沿った避難訓

練等を実施していただいております。 

 災害時は、マニュアルに基づき施設の避難誘導体

制を整え、利用者の安全確保に努めていただいてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。これ

からもよろしくお願いいたします。 

 それでは２番に移ります。 

○議長（馬場 衛） ２ですね、どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 避難行動要支援者や若年層と

比較して、インターネット等のデジタル技術を容易

に利用できない高齢者への支援・啓発には公助の限

界があると感じますが、自治会等への支援要請はど

のように考えているか伺います。 
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○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 避難行動要支援者につきましては、湖西市災害時

避難行動要支援者支援プランにおいて規定をしてお

ります。該当する方のうち、円滑な避難支援を目的

に、平常時からの情報提供を希望される方の避難行

動要支援者名簿を自治会長と民生委員、自治会長経

由で自主防災会に年１回提供をしております。 

 情報を提供することで、地域において民生委員が

対象者を訪問し、生活の実態を把握したり自主防災

会による防災訓練への参加の呼びかけなど、一定の

支援につながっていると考えております。 

 また、災害が起きたときまたは起きるおそれがあ

るときに、円滑かつ迅速な避難ができるよう、外部

への情報提供に同意された避難行動要支援者のうち、

希望される方の個別避難計画の作成をモデル地区に

おいて現在進めているところです。 

 まずは、津波浸水区域である橋本自治会と西浜名

自治会をモデル地区とし、個別避難計画の作成を地

域の皆様と協力して完成させ、市内全地区へ個別避

難計画の作成を広げてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 非常にきめ細やかなあれだと

思います。それを確実に実行されるようにお願いい

たします。 

 それでは、再質問をお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 集中豪雨にしろ津波にしろ、

年々予想の精度が上がってきております。ＩＴの活

躍により緊急地震速報や津波警報でリアルタイムに

報じられる予測を聞きながら、なすすべもなく、自

宅で身を縮めているしかない人たち、避難行動要支

援者への確認と名簿は、どのような扱いになってい

るか伺います。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 災害発生後の要支援者の安否確認につきましては、

市と地域とが連携・協力して行われるものと考えて

おります。しかし、発災当初につきましては混乱も

ありますことから、地域の皆様による安否確認への

御協力をお願いさせていただきたいと思います。 

 名簿につきましては、市は災害対策基本法に基づ

き避難行動要支援者名簿を作成し、提供させていた

だいてるのは先ほどの答弁で御説明したとおりです

が、自主防災会は湖西市地域防災計画に基づき避難

行動支援者台帳を作成することとなっており、記載

内容が異なる２つの名簿があることにつきましては、

市といたしましても認識をしております。 

 市から提供させていただきます避難行動要支援者

名簿につきましては、地域で作成される台帳を補完

する資料として御活用していただければと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。やは

り名簿は一本化になると非常にいいんじゃないかな

と思うんですけど、またそのように努力されてほし

いなと思います。 

 それでは３番の質問に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（加藤弘己） 公助とともに一層重要となる

のが、互いに近くの人が助け合う共助であります。

近くの人が助け合う仕組みをつくり、育成・強化す

ることが自治体の重要な役割であると思いますが、

市の考え方をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 災害発生の初期段階において、地域住民の方々が

互いに協力して「自分たちの地域は自分たちで守る」

との意識の下、自助・共助による防災活動・減災活

動についてお願いをしているところでございます。 

 近所や地域の方々がお互いに助け合うことができ

るよう、平時からの備えが必要でございます。その

ため、自主防災会や避難所運営連絡会など、地域に

おいて共助を担う組織を育成し支援していくことは

自治体の責務であると考え、市職員及び地域防災指

導員による出前講座や自主防災会説明会などを通じ

て、継続して共助の重要性について周知に努めてい

るところでございます。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。さら

に一層、組織の充実のほうをよろしくお願いします。 

 再質問でございます。企業と湖西市との災害に対

する防災協定等、近年は企業の協力が見られます。

今後どのように進めていくかお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 協定の相手方や内容につきましては多岐にわたっ

ております。市内外の企業やドラッグストア、医療

関係、電力関係、建設業ほか様々な分野の関係者様

と締結をさせていただいております。 

 協定の内容は、物資や資機材及び一時避難場所の

提供、医療・救護活動、インフラの復旧工事、津波

避難ビルとしての活用、宿泊施設の提供等、避難行

動に係る支援等が挙げられます。 

 企業等からお話をいただくケースが多く、湖西市

では現在121件の災害協定を締結しております。災

害に対する備えは万全ということはありませんので、

今後も多方面から協力を得ながら災害対策に努め、

協定の締結についても積極的に進めていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。それ

では次の質問に行きます。 

○議長（馬場 衛） ４番ですね。 

○12番（加藤弘己） ４番です。小・中学生が災害

の恐ろしさや避難生活など災害リスク、防災に関す

る知識を身につけることは市の進める自助・共助の

理解につながると思いますが、防災教育の取組につ

いてお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 教育長、お願いします。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 将来、地域の防災を担うこととなる子供たちに対

して、防災教育への取組は大変重要であり、市内小

中学校においては学校ごとに発達段階に配慮した防

災教育に取り組んでいるところであります。 

 小中学校共通の取組といたしましては、講師を招

いての防災教育講演会あるいは防災教室、地震・津

波・土砂災害・火災などを想定した避難訓練があり

ます。 

 これらに加え、小学校では引渡し訓練を行ったり、

社会科で自然災害から人々を守る活動について学習

したりしております。 

 中学校では、ふじのくにジュニア防災士養成講座

に取り組んでいる学校もございます。また、９月に

開催される総合防災訓練や12月開催の地域防災訓練

に参加をしております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） 南海トラフ地震で大きな被害

が予想される静岡県の小中学生が、東日本大震災や

2018年７月の西日本豪雨などでの体験を聞く授業や

命を守るための行動などについて、体験談を聞く機

会もあるとよいと思いますがどうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 体験を聞く授業あるいは命

を守るための行動などについての体験談ですけども、

市内小中学校においては平成24年から29年にかけて

阪神・淡路大震災の語り部の方を講師に招いて、体

験談を含めた講演を伺う機会を設けております。ま

た西部地域局、昔、西部危機管理局と言ってました

けども、その職員を講師に招いて被災地支援の経験

から避難所生活について伺ったこともございます。 

 このような授業を通して被災の体験談を聞いたり、

あるいは防災対策の大切さを知ったり、あるいは子

供たちへのアドバイスを聞いたり、中学生としてで

きることは何だろうか等々、学習をしております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございました。私

が思ってたよりかなりやってるなということで安心

をしました。 

 それでは次の質問に参ります。５番目です。 

○議長（馬場 衛） 最後ですね。 

○12番（加藤弘己） はい。近年、異常気象の影響

から50年に一度の大雨が毎年のように降り、また南

海トラフ巨大地震の発生も想定されている状況下、
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災害等で命と財産を失わない社会を築かなければな

りません。 

 先般行われました議員全員協議会で、危機管理部

門から情報提供をいただき、平成27年３月に出され

た静岡モデル検討会中間報告に基づき進めていた命

山や避難タワーの整備等、命を守る対策が終わり、

財産を守る対策を進めるとの報告がありました。 

 災害対策はお金と時間を要しますが、住民が安心

して暮らせるまちづくりに向け、現在、市が準備を

進めている計画の概要をお聞かせください。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 南海トラフ巨大地震によって発生が想定をされる

最大クラスの津波から人命、財産、経済活動を守る

ために、ハード・ソフトの施策を組み合わせた多重

防御による津波に強いまちづくりを進めることを目

的として、「津波防災地域づくりに関する法律」に

基づきまして「湖西市津波防災地域づくり推進計画」

を令和４年、５年度で策定をいたします。 

 計画の概要につきましては、それぞれの地域の実

情に応じた津波防災上の課題を抽出し、問題点を整

理し、その上でそれぞれの状況に合った土地利用の

在り方や警戒避難態勢の考え方について基本的な方

針を定め、それらの方針を推進するための具体的な

施策を定めてまいります。事業の時期や取組の主体、

対象地域などを取りまとめていくような計画となる

予定です。 

 計画の策定に当たりましては、住民の皆様の御意

見を丁寧に聞いて進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございます。まだ

計画の具体的なことはちょっと分からないんですけ

ど、再質問じゃないんですけどちょっと私の考え方

をちょっと言いたいと思います。 

 総合パイロット事業というのがあるんですけど、

総合パイロット事業は湖西地区では昭和50年度に全

国で24番目の、しかも静岡県唯一の地区として指定

を受けて工事が始まっております。 

 21年の歳月を150億円の巨費を投じて平成７年に

工事は完了しました。ですから、計画を立ててから

半世紀がたってるということでございます。 

 今後、農業活性化を促進し、新しい農業、技術革

新をし、新しい農業ライフを築いていかなければな

らないと思っております。 

 しかし、湖西市では複数の高規格道路や新しい工

業団地やいろいろな計画が迫っております。計画書

を２年間かけてつくるということでございますが、

防災づくり計画を策定すると伺いましたが、やはり

国土強靭化だとか強靭化計画だとか都市計画、それ

から道路の電柱の地中化だとかそういうようないろ

いろなものをひっくるめて、そのパイロット事業の

中のエリアの一部を、これは非常に難しいかもしれ

ませんが、公共施設、例えば安全の対策、多目的広

場、例えば具体的に言うとヘリコプターの到着する

ところ、医療のためのヘリコプターが到着するとこ

ろとか、避難する総合的な公園だとかそういうよう

なのがこういうようなところにできたらどうかなと

思っております。それから、流通も非常に盛んにな

ってくると思います。この高規格道路ができれば流

通なんかも非常によくなるし、人間も増えるんじゃ

ないかなと。そのためにはぜひ、例なんですけどこ

の事業の使わないようなところに住宅地をできるよ

うな施策を、すぐじゃなくてこれは計画ですので10

年、20年かかってもしようがありませんので、その

ぐらいの気持ちで考えていただけないかなと思って

おります。ただこれは、総合パイロット事業だけに

関するものだけじゃなくて、例えば住宅地の真ん中

にだだっ広い土地がいっぱい空いてるのに、家は建

てられないと、土地を持ってる人が放さないとこう

いうような状況もありますので、必ずしもこのパイ

ロット事業が、作物を作ってないとこがあるからど

うとかそればっかりじゃないんですけど、いろんな

面で土地のことについて真剣に考えるきっかけにし

てほしいなと思っております。 

 この件については答弁は要りませんので、どうし

ても話したいというなら聞きますけど、すぐ答えが

出るようなことではありません。かなり一生懸命や

らないと、この総合パイロット事業というのはもう

半世紀も過ぎてて、150億円も使っているんだから
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非常に難しいことなんですけど、湖西市全体で県や

国に、協力を求めて何とかやるというような方向を

見せて、市民の安全・安心のために公園を造るなり、

ドクターヘリの発着地を造るなり、そういうような

ことをもう少し目を向けていただきたいなと。 

 つい最近の北部のほうの話合いに行ったところ、

北部のほうは全然うちが建たねえなっていうような

ことで、何してるんだと恐ろしいことを言っており

ました。税金をどういうふうに使ってんだなんてい

う話も出ましたんで、そこら辺はもう少しいろいろ

な希望のある、特に浜松湖西豊橋道路、それからデ

ンソーさんなんかも来ますので、そこら辺をもう少

し考えていただきたいなと思ってます。 

○議長（馬場 衛） 市長、答弁ありますか。ちょ

っと途中で離れましたが、また災害のほうへ戻って

きましたのでその分だけで。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 戻れるかどうか分かりませんけれども、当初の危

機管理監が答えさせていただいた防潮堤の津波避難

の計画そのものは、これは今年と来年度２年間でや

らせていただきます。せっかく津波避難浸水空白域

が避難タワー等で解消しましたので、次のステップ

としての財産を守るような防潮堤等も含めたものを

どこまでやるべきか、できるのかということを２年

間かけて計画をしっかりつくっていきたいというの

が１つです。 

 その中での総合パイロット事業の活用も、これは

もちろん議員がよく御案内のとおり農地法も含めた

制度の壁が、津波避難のまちづくりだけではなくて

難しいことは重々承知しておりますけれども、今お

っしゃったとおり北部も南部もそうですけれども家

が建たない、耕作放棄地が増えても家が建たないと

いうお話は重々承知をしておりますし、先般の学校

統廃合のときにもそういった課題も解決しなきゃい

けないということは、地域の皆さんおっしゃるとお

りだと認識しておりますのでこれまでもやってきて

いますし、今議員のおっしゃった浜松湖西豊橋道路、

北部ではこのインター周辺の土地の利活用、また南

部では今ちょうど造ってる最中のバッテリー・パー

クやバッテリー・ロードですね、大倉戸茶屋松線が

大分できてきましたので、このバッテリー・ロード

を含めた大倉戸インターからの点、南部と北部とそ

こは計画的にやっていかなければいけないというこ

とで、土地利活用推進本部で大隅統括監を中心に考

えていただいております。その中でのやはり総合パ

イロット事業の壁というのか農地法の壁というのも

考えながら、今その中でちょうど今市民の意識調査

をするところですけれども、その中で調整区域の中

でいかに家が建てられるか、建てられるようにする

かということと、インターチェンジの周辺であれば

新しく工業団地、宅地、商業施設といった新しい開

発が、これはバッテリー・パークもそうですけどで

きるようになりますので、当然そういったことをど

うやったらできるかということを北部、南部、市内、

様々な地域に合った形で考えていかなければいけな

いというふうに思っております。それで、前提とし

てはやはり市街化区域がＪＲの駅周辺にありますの

で、今回、土地利活用のインセンティブ制度も開始

させていただきました。これも中長期に使いながら、

今の市街化区域をしっかりと活性化をさせていく、

さらには市街化調整区域でいかに開発行為といいま

すか家が建ったり、工業団地も含めた地域のコミュ

ニティを維持するかということを同時並行で、実

行・実現していかなければいけないというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤弘己君。 

○12番（加藤弘己） ありがとうございました。市

長の熱意が伝わってきましたんで、期待しておりま

すのでよろしくお願いします。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、12番 加藤弘己君の

一般質問を終わります。 

 次に、２番 加藤治司君の発言を許します。 

  〔２番 加藤治司登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、２番 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ２番 加藤治司です。よろし

くお願いします。 

 直前の議員と少しダブるとこはあるかもしれない
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ですけど、そこら辺をうまく答弁をお願いします。 

 主題は、令和４年度重点施策・津波防災対策につ

いてです。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、令和４年度

も早いもので半年が過ぎようとしています。今年度

の事業計画と予算は、３月定例会で可決されて目玉

事業や重点事業が実施されていますが、その中で市

民の生命に関わる津波防災対策について確認します。 

 平成23年に発生した東日本大震災の後に、日本政

府から発行された津波防災地域づくりに関する法律

に基づいて、静岡県は津波対策アクションプログラ

ム2013を策定して津波対策に取り組んでいます。 

 湖西市も政府や県の方針に基づいて湖西市地震津

波アクションプログラム2013や湖西市津波避難計画

を策定して、平成26年から津波避難空白域の解消に

取り組み、令和３年の高師山避難タワーの完成によ

り避難空白域が解消できています。 

 湖西市の次のステップとして、今年度の重点課題

である津波防災地域づくり推進計画の策定が計画さ

れています。 

 ここで確認しますが、静岡県の津波対策アクショ

ンプログラム2013は、期間が2013年から2023年であ

り、その重点施策は１つ目は津波を防ぐ、つまり防

潮堤等、津波防御施設の整備です。２つ目は津波か

ら逃げる、つまり避難計画やハザードマップの作成

ということです。３つ目は津波に備える、つまり避

難場所空白域の解消です。 

 以上の３つの重点施策となっていますが、湖西市

の現状は３つ目の津波に備えると２つ目の津波から

逃げるはできていますが、１つ目の津波を防ぐ対策

が進んでいない状況です。 

 以上の現状把握の下、質問の目的ですが、本年度

の重点施策に計画されている海釣公園防潮堤の整備、

ハザードマップの更新、津波防災地域づくり推進計

画の進捗状況を確認します。 

 では質問に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○２番（加藤治司） １つ目の質問ですけども、海

釣公園防潮堤の整備についてですが、静岡県が進め

ている今切口防潮堤及び海釣公園命山の工事と、湖

西市で計画している海釣公園防潮堤整備」との関連

及び事業計画を伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。危機管理監。 

  〔危機管理監 安形知哉登壇〕 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 今切口周辺のハード整備につきましては、静岡モ

デル推進検討会の中間報告において、静岡県では既

存堤防のかさ上げと命山の整備、市では県が施工す

る堤防と命山との一体的な盛土整備として位置づけ

をしており、県と市が連携して津波被害から減災に

効果のある事業を実施することとなっております。 

 議長に許可をいただきまして、事前に配付をさせ

ていただいております資料を御覧いただきたいと思

います。 

 静岡県で進めております工事につきましては、①

の赤色で示した部分が既存堤防のかさ上げ箇所で、

発生頻度が高く、発生をすれば大きな被害をもたら

すと言われるレベル１津波に対応した事業となりま

す。 

 青色で示した②の部分が命山の整備箇所で、発生

頻度は極めて低いが、発生をすれば甚大な被害をも

たらすと、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの

レベル２津波に対応した事業となります。どちらの

工事も令和６年度には工事が完成をする予定でござ

います。 

 一方、市では今年度、レベル２津波に対する津波

シミュレーション効果や施設整備効果を勘案をした

上で、防潮堤の詳細設計を行います。 

 事業計画は盛土構造を基本とする中、市及び他工

事で発生をした良質残土の受入れをするなど、県の

工事と連携をしながら市の工事を並行して進めてま

いります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ただいまの説明に対して、３

つほど質問というより確認させていただきます。 

 １つ目に、今写真で見ました今切口周辺整備の目

的の再確認ですけども、１つ目には今切口が決壊す

ると、浜名湖内部へ津波が相当侵入するということ
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を防ぐということと、この海釣公園や海湖館への来

客の安全確保ということでよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 県・市で施工中の今切口周辺整備の目的や対象で

ございますが、今議員御質問のとおり、今回配付さ

せていただいた資料の①の箇所はレベル１津波に対

応するための既存堤防を9.5メートルまでかさ上げ

をし、耐震対策を行い、市が行う事業と併せ、浜名

湖内への津波の侵入を防ぐための事業であります。 

 ②の箇所は、レベル２津波に対応するため海釣公

園や海湖館等へのお客様、また海岸付近に来られた

方の安全確保をするため、高さとして23メートル程

度の命山を整備するものでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 分かりました。 

 ２つ目にちょっと確認ですけども、いろいろ県と

か市の資料を見ますとレベル１とかレベル２という

言葉がいろいろ使われているんですけれども、湖西

市の基準ではレベル１は七、八メートル、レベル２

は13から15メートルという認識でいいんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） それではお答えいたし

ます。 

 レベル１津波、レベル２津波の概念は国のほうで

示しております。高さについては沿岸域の地形や海

底の地形など自然条件、過去の津波の記録やシミュ

レーションにより算出をしておりまして、静岡県第

４次地震被害想定に基づきまして、湖西市の沿岸約

10キロの区間においては想定高をレベル１津波が７

メートル、レベル２津波が15メートルと想定をして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 説明ありがとうございました。 

 ３つ目の確認ですけども、先ほど湖西市の防潮堤

事業というのは県の工事と連携しながら並行して進

めるということですけども、今のところで大体いつ

頃の完成予定になっていますか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 今切口周辺整備に係る市の工事部分、配付させて

いただいた資料になりますと３の部分になりますが、

進捗状況でございますが、令和３年度実施をした基

本設計を基に、今後レベル２津波からの被害を防ぐ

ため、整備をする高さや構造、あとコスト等、詳細

な図面を作成いたしまして海釣公園における防潮堤

整備を進めてまいります。 

 完成の予定については、いずれの工法にしろ大量

の土を必要といたします。今後の良質な残土の受入

れ等の兼ね合いもありますので、事業自体は着実に

進んでおりますが、完成年度については現時点で明

確にお示しすることはちょっと難しいものでござい

ます。今後、事業の進捗の状況によりましてお示し

させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 概略は分からないですか、ま

るっきり、５年先なのか10年先、目指すところはど

こですか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） 本当に概略というか、

今、市の中での理想的な行程で進んでいったときの

完成ということなんですが、むこう今後５年、６年

ということで、実際には令和の10年、11年ぐらいに

なるのではないかというような思いでおります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 了解しました。よろしくお願

いします。 

 じゃあ２つ目の質問ですけども、同じく重点施策

の中にハザードマップの更新についてがありますけ

れど、今回の更新内容と作業の進捗状況を伺います。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えいたします。 

 現在の湖西市ハザードマップは、静岡県が平成25

年に発表した第４次地震被害想定を基に津波想定浸

水域のほか、土砂災害警戒区域、津波避難場所や避

難所などを確認できるよう平成26年３月に作成し、
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全戸配布をしております。 

 令和３年度に完成した高師山地区津波避難タワー

の完成をもって、津波避難施設空白域が全て解消さ

れたことから、平成26年３月以降に整備をした命山

や津波避難タワー５か所に加えまして、追加指定を

された土砂災害警戒区域68か所などの内容を追加し

て更新をしていきます。 

 作業の進捗状況につきましては、令和４年５月に

作成業者を決定をいたしまして、現在、更新内容の

調整を進めております。令和５年２月末までに全戸

配布をする予定でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 内容は分かりました。その件

について２つほど、先ほどと一緒のように確認させ

てください。 

 １つ目は、令和５年２月までにハザードマップの

作成を完了して全戸に配布予定とのことですけど、

配布するのは湖西市全体図、地域図どちらになりま

すか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 ハザードマップは湖西市全体図と地域図、５つの

地区になりますがそれを両面に印刷したものを作成

し、配布をいたします。 

 例えば、新居地区にお住まいの方については片面

が湖西市全域、裏面が新居地区のハザードマップと

いうような形でしたものを配布をする予定でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 分かりました。これ質問とい

うよりもお願いですけども、せっかくつくってもら

って全戸に配布予定なんですけども、回ってくると

それを取ってすぐしまっちゃうというパターンも、

可能性もありますんでそういう広報とかそういうと

こで、例えば玄関とか皆家族が見える場所に掲示す

るとか、あとは家族で避難とか危険な場所について

話し合うとか、そういう使い方のアドバイスも全戸

配布するときに併せてお願いしたいと思いますけど

も、どうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えいたします。 

 今回ハザードマップ、単に作成をして配布をする

だけでなく、例えば防災訓練のときには避難経路や

避難場所の確認を行っていただいたり、出前講座等

では参加者がその地図を使って図上訓練を行っても

らったりというような活用をしていただければと思

っております。また、平時の備えとして災害時、発

生する避難状況などをそのハザードマップを活用し

て御家族でいろいろ検討してもらって、例えば発生

した場合、いつ誰が例えば何をするかとかそういう

ような形で、避難行動を時系列で家庭内で整理して

もらって、マイタイムライン等の作成なんかもやっ

ていただければと考えております。 

 ハザードマップ配布の機に、そのようなことを併

せて周知をしていければと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） 私も過去、防災担当してまし

たんでいろいろ図上訓練とかそういうので活用した

ことを思い出しました。よろしくお願いしたいと思

います。 

 ３つ目の質問ですけども、先ほどの先輩議員の質

問にも出てきましたけど、津波防災地域づくり推進

計画に関しまして、現存する湖西市地域防災計画と

今回作成予定の津波防災地域づくり推進計画と、湖

西市津波減災計画との位置づけを伺います。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 地域防災計画は、災害対策基本法に基づきまして

住民の生命・身体及び財産を災害から守り、災害時

における社会秩序の維持と公共の福祉を確保する目

的に、本市の災害対策の大綱を定めた計画となりま

す。 

 津波防災地域づくり推進計画は、東日本大震災の

甚大な津波被害を受け、ハード・ソフトの施策を組

み合わせた多重防御による津波に強いまちづくりを

進めることを目的に策定をし、この推進計画の中に

おいて防潮堤の整備高や基本構造等を示したものが
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津波減災計画となります。 

 これらの３つの計画は、上下関係性ではなく整合

性を図りながら各計画の目的を達成することにより

まして、安全・安心なまちづくりにつながるよう位

置づけをしております。 

 推進計画は広範囲に及ぶ津波浸水被害に対しまし

て、防災に特化した計画ではなく、防災・減災の観

点から地域づくりも含んだ地域防災に関する総合的

な計画となりまして、市の総合計画や国土強靭化計

画、また防災都市計画の各分野の地域防災計画や都

市計画マスタープランなど、それぞれの計画との整

合性と調和を図りながら策定をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） また質問というより依頼です

けども、推進計画というのは今説明にありましたけ

ど、地域づくりも含めた計画になることから、総合

計画と国土強靭化計画、都市計画マスタープラン、

立地適正化計画と密接に関わるとのことですけども、

一つお願いしたいんですけども、普通の市民の人が

見て読んで分かりやすい計画にしてほしいんですよ

ね。何で言うかというと、立地適正化計画のときに

どうも理解しにくいようなイメージで受け止めまし

たので、ぜひそこをよろしくお願いしたいと思いま

す。これは依頼です。 

 次の質問ですけども、津波防災地域づくり推進計

画につきまして、推進計画の策定委託を公募型プロ

ポーザル、いわゆる企画競争入札で実施して、審査

の結果、受託候補者が決定されましたがどのような

方が審査委員となり、プロポーザル方式として評価

の高かった内容を伺います。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えをいたします。 

 本業務は、津波防災に関する高度な技術力や専門

性、企画力が要求をされまして、提案された内容に

基づいて仕様を作成することにより、優れた成果が

期待できるプロポーザル方式を適用し、委託業者を

決定をいたしました。 

 審査会の委員は、湖西市建設業者等選定委員会の

承認を得て危機管理監、危機管理課長、契約検査室

長、企画政策課長、土木課長、都市計画課長、文化

観光課長の市職員による７名の委員で構成をしてお

ります。 

 審査会では、プロポーザル方式により応募２業者

の企画提案内容のプレゼンテーション及び質疑応答

に対する委員審査を行いまして、書類による事務局

審査との合計点の順位に基づきまして、日本工営株

式会社に選定をしております。 

 評価の高かった内容といたしまして、推進計画策

定の実績が豊富であり、本事業の特性や目的を理解

しており、津波防災に関する知識やノウハウが優れ

ていること、推進計画策定を進める上で地域住民の

皆様との合意形成を丁寧に図りながら、事業全体を

運営していく点などが挙げられます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ただいまの答弁につきまして

質問ですけども、審査委員７名は庁内の管理職の方

で実施されて、日本工営株式会社を選定したとのこ

とですが、評価の高かった内容であります推進計画

策定の実績が豊富ということについて、具体的な今

までやられた自治体名というのは公表できるんでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えいたします。 

 静岡県内では、現在７つの市町がこの津波防災地

域づくり推進計画を策定しております。そのうち焼

津市、静岡市、伊豆市と推進計画策定業務の実績が

ございます。県外では茨城県の神栖市の計画にも携

わっております。また、市町村ではありませんが国

土交通省の津波防災地域づくり推進計画作成のガイ

ドラインの改定業務なんかも行っており、津波防災

に関する知識、ノウハウについて優れていたと評価

をいたしました。 

 また、そのほか評価の高かったポイントといたし

まして、住民の意見交換の運営についてワークショ

ップ形式を取り入れるなどの点が評価をさせていた

だいております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 



４４ 

○２番（加藤治司） これから進められることです

からよろしくお願いしたいと思います。 

 最後ですけども。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○２番（加藤治司） 今言われている津波防災地域

づくり推進計画についてですけども、今湖西市の津

波防災地域づくり推進計画はこれも国や県へどのよ

うな支援を要請していくのか、これを再度お願いし

ます。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えいたします。 

 津波防災地域づくり推進計画では、市が実施をす

る施策に限らず国や県が実施する施策、地域住民の

皆様による取組などあらゆる施策・取組を併せ、一

体となって減災対策に取り組むため、国や県の関係

機関をはじめ学識経験者や地域住民の皆様、庁内関

係部局を構成員とする協議会を設置いたします。 

 国県の関係機関の皆様におかれましては、計画案

を審議する中でそれぞれの立場において協議会の運

営や地域住民の皆様への説明など、支援を要請して

いきたいと考えております。 

 また、津波防災地域づくり推進計画に掲げた施策

を進める上で、国や県に対し、財政的支援なんかも

要請をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） ただいまの答弁で、国や県の

関係機関をはじめ学識経験者や地域住民、庁内関係

部署の構成員で協議会を設置し、それぞれの立場に

おいて支援を要請していきたいということですけど

も、私も仕様書、プロポーザル公募したときの仕様

書というのを一通り読ませていただきまして、期間

が短いのに相当いろんなことが詰め込まれている仕

様書だなと思いましたんで、しかも令和６年度末に

完成予定ということで、静岡県が2023年までの期間

になっていて、アクションプログラム、これが令和

６年というと2024年なもんですからつじつまが合う

のかなという思いもあるんですけども、今やられて

いるということですからよろしくお願いしておきま

す。 

 先ほどのことに関します。完了期間も聞きました、

確認しましたけどもこれは令和６年度末ということ

でよろしいんですね。 

○議長（馬場 衛） 危機管理監。 

○危機管理監（安形知哉） お答えいたします。 

 推進計画策定の協議会の進め方や運営については、

今回、委託事業の仕様書にまずはうたっております。

協議会を設置をすること、協議会や住民の皆様との

意見交換の開催方法などについても仕様の中でうた

っております。また、協議会の委員の選考について

も助言等を仕様にうたっております。 

 推進計画の完了の時期でございますが、令和６年

のなるべく早い時期に策定をしたいと考えておりま

すが、今言われた今回の計画とアクションプランの

計画の差異なんですが、今回、計画についてはまず

計画を策定いたしまして実際に具体的な取組等はそ

の後、例えば10年とか長期的に対応するもの、短期

に対応するものという形で取組の内容が決まってき

ます。実際にそのアクションプランの中ではまた今

後、県のほうも改定なんかもちょっと予想されます

ので、その改定に合わせて今後実際に長期・短期で

やっていきますものが、アクションプランのほうに

落とし込まれてくるというような形になるのではな

いかと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 加藤治司君。 

○２番（加藤治司） いろいろ確認させていただき

ましたけど、ちょうど９月の中旬ですから上期も終

わろうとしてますんで、これからまだ令和４年度も

半年ありますけども、月日のたつのはすぐたちます

からいろいろ計画どおり進めていただくことをお願

いして、私の質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 以上で、２番 加藤治司君の

一般質問を終わります。 

 それでは、暫時休憩といたしたいと思います。再

開は11時20分とさせていただきます。 

午前11時05分 休憩 

───────────────── 

午前11時20分 再開 
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○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 一般質問を続けます。 

 次に、９番 楠 浩幸君の発言を許します。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、９番 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸でございます。

今回も元気に一般質問をさせていただきたいなとい

うふうに思っております。よろしくお願いします。 

 とはいいましても、今日は私が所属をしておりま

す広報広聴特別委員会の第２分科会という分科会を

代表して、質問させていただきたいというふうに思

っております。 

 さて、湖西市議会では平成29年から高校生を対象

に主権者として、そして社会参画を目的とした意見

交換を行っているところでございます。 

 令和３年度、昨年度３回の高校生との意見交換の

成果として、私たち高校生が将来住みたいと思える

まちづくりに関する請願書、これは皆さんに議決を

していただいた案件ではございますけれども、議長

に提出をし、３月の議会で採択されたことは御案内

のとおりでございます。 

 そんな中で、令和４年度は11月に高校生議会を計

画をしております。将来の湖西を担う若者の提言が

期待をされる中で、請願書の採択から５か月が経過

をしました。請願に対する湖西市の考えを確認をさ

せていただいて、これから控えている高校生議会、

高校生の社会参画を目的とした高校生議会への積極

的な動議づけになることを期待をして、請願の内容

について湖西市の考えを伺いたいというふうに思っ

ております。 

 それでは、質問のほうに入らせていただきたいと

思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 請願１項目なんですけれども、

私たち議会の思いを少し、彼らと共有をしたわけな

んですけれども、高校生から今回請願を受けたわけ

なんですけれども、これは冒頭申し上げたように平

成29年から高校生のお話を聞いて聞きっ放しじゃな

くて、やはり社会参画をしていく中でその後押しを

したいという思いで、昨年度請願にこぎつけたわけ

なんです。その請願を受けて、湖西市の率直な感想

をまず伺って、次の質問につなげたいなと思ってお

りますんでよろしくお願いします。伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。市長。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 今議員からもありましたとおり、今年、令和４年

の３月議会におきまして高校生の皆さんからの請願

を頂戴をいたしました。 

 湖西市の未来をこれから担っていただく高校生の

皆さん、また若い世代の方々、こういった方々から

やっぱり身近な自分事として市政を考えていただい

たりだとか社会参画をいただく、社会参画について

考えていただくということは、これはやはり湖西市

としても地元、郷土、出身地に愛着を持っていただ

く、そして郷土への愛が育まれる。さらには、やは

り市が目指している職住近接にもつながるというこ

と、様々な観点から期待をしておりますし、ぜひこ

ういった形で将来、未来を担う高校生をはじめ若い

方々から若者らしい、また身近な話題から自分事と

して御意見をいただいたということがありがたく、

皆さんの将来も含めて楽しみに思っております。 

 請願だけではありませんで、今議員からも平成29

年度からというお話ありましたけれども、市でも例

えば一例ですけれども平成30年とか令和３年の市民

交流複合施設で湖西高校生、新居高校生、参加をい

ただきました。よく覚えているのが、その中でやっ

ぱり高校生が一番短くてストレートな御意見をいた

だきまして、そのときにはたしか子供たち、自分た

ちという意味での子供たち、高校生にとって借金を

抱えるような箱物を造るなというのをストレートに

言ってくれて、誰もぐうの根も出ないぐらい大人が

黙ったっていうのはよく覚えておりますので、それ

が全てかどうかはともかく、様々な観点で自分事と

して考えていただいて御意見をいただくということ

は、非常に貴重な機会としてありがたく思っており

ます。 

 今回、11月に高校生議会も予定をされていると今
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議員からもありました。本当はこの次の請願の中身

含め様々なこと、高校生と議論といいますかそのと

きにもお答えをさせていただきたいと思っておりま

すけれども、今日貴重な予行演習の機会を議員から

いただいたということも含めて、ぜひ真摯に意見交

換というかお答えをさせていただければというふう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やはり若い人たちの意見をし

っかりと尊重していくということも、我々大人の責

任じゃないのかなっていうふうに思うところでござ

います。 

 それでは、次の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） ２つ目、いよいよ請願の中身

に入ってくるわけなんですけれども、高校生でも使

え使用できるデマンドバスですとかデマンドタクシ

ーについて、学割ですとかそういった移動手段の検

討について伺いたいというようなことなんですけれ

ども、これにつきましてはこれまで私たち議員の中

でも交通弱者という者に対して、総合計画にも暮ら

しやすさっていうところでしたか、湖西2040の第１

項目の中に安心して暮らすことができるまち、その

中でも超高齢社会の中でもとか、公共施設を充実を

して誰もが不自由なく生活をしている姿が望ましい

ですとか、具体的にその戦略の中でも２項目めの中

に超高齢社会に対応するため、交通弱者に配慮した

地域の公共交通や移動サービスの充実を図りますと

いうふうに記載があるわけです。私たちもそのとお

りだというふうに認識をしていたんです。 

 ところが、高校生たちと意見交換をする中で、も

しかしたら交通弱者ってこういった高校生も含まれ

るんじゃないのかなというふうに思い始めて、彼ら

と会話をする中で、これは請願の中に入れたほうが

いいんじゃないのかなっていうふうなことなんです。

なので交通弱者について、高齢者や障害者、障害を

持った方についてが交通弱者だったっていう認識を

目からうろこじゃないんですけれども、気づきを与

えてくれたというような中でした。 

 そういったことを踏まえて、湖西市のこの高校生

でも使えるような移動手段について検討してもらい

たいという内容ですけれども、考えを伺いたいと思

います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えします。 

 現状、湖西市が展開する公共交通サービスにつき

ましては、コーちゃんバス、コーちゃんタクシー、

それと現在実証実験中でございます企業シャトルＢ

ａａＳ、この３つがございます。 

 コーちゃんバスにつきましては、一部の地域にお

きまして小学生や高校生の通学に利用されておりま

して、高校生の学割でありましたら大人の通学定期

というものがございまして、往復、それと片道とい

うような設定がございます。 

 今後につきましても、公共交通の情報発信の充実

であったり利用者の実情や要望を受け止めまして、

適宜対応していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 高校生に対してもコーちゃん

バスとか回数券を買えば３回お得になるだとか、片

道の定期券があったりだとか、大人料金の通学定期

みたいなサービスがあるよっていうようなお話だと

思うんですけども、正直、私もこの今回の一般質問

を組み立てる中で、ちょっと恥ずかしいのですが初

めて知ったようなメニューもあったわけなんですよ。

もっと言うと、バスに乗って学校に行ったのはいい

んですけど、帰ってくる時間帯のバスがなかったり

ですとか、そのために片道定期というのがあるんだ

って言われたら帰りどうしたらいいのかなとかって

いうふうに思うわけなんです。 

 今御答弁の中で、コーちゃんバスについては小学

生は通学で乗ってるのはよく見かけるんです。高校

生はなかなか見てないんですけれども、利用状況と

かもし分かれば教えていただきたいなと思うんです

けど、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 高校生につきまして

は、定期を購入されている方が２名いらっしゃいま
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す。ちなみに、中学生では１名で小学生につきまし

ては84名、市内全域で84名の方が定期券を購入され

て御利用していただいております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 中学校、小学校の利用者につ

いては、小学校は子供の足で距離３キロとか歩くの

はしんどいのかなっていうような思いはあるんです

けども、中学生は自転車が利用できたりするじゃな

いですか、高校生の場合はこれは市内に２校ありま

すけれども限られてしまうんです。多くの生徒さん

は浜松方面に通学をされるということを考えると、

この２名しか利用実績がないということに対しては

何かお考えみたいなんはないですか、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 高校生につきまして

は、恐らくＪＲの乗り継ぎであったり、１名の方は

湖西高校へ通われてる方、恐らく北部方面から湖西

高校へ通われてる方だと思います。バスのダイヤ、

時間帯がどうしても朝一番になりますと小学生にと

ってはちょうどいいのかもしれませんけども、ＪＲ

乗り継ぎで浜松方面、豊橋方面っていう方には若干

遅いのかなっていうようなとこもございます。その

辺のダイヤの組み方というのが非常に苦慮しており

まして、どうしても議員おっしゃった本来往復が望

ましいところもありますけども片道だけの利用にな

ったりとか、まだまだ公共交通につきましては課題

が多いというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 課題は多いっていうようなお

話なんですけれども、ちょっと振り返って交通弱者

の捉まえ方について共有をしておきたいなと思うん

ですけれども、湖西市が考える交通弱者っていうの

はどういった人たちのことを言うんでしょうか、ど

うでしょう。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 非常に難しいところ

でございまして、恐らく交通弱者というのは２通り

の考え方があろうかと思います。１つは自動車中心

社会において移動を制約される方、具体的には免許

を持たない、持てない方、自家用車を持っていない

方、持てない方であったり、あと高齢者、子供、低

所得者などが該当するのかなと思います。もう一つ

のほうは、交通事故の被害に遭いやすい人、いわゆ

る子供であったり高齢者であったり、今現在、一般

的に交通弱者と言われてるのは後から申し上げまし

た子供や高齢者というものに対してちょっと重きを

置いてるのかなというふうに思います。 

 議員からいろいろ言われて思ったのは、やっぱり

高校生自体も移動手段を持っていない、学校で原付

の免許でも許していただければ交通弱者にはなり得

ないだろうなというところはございますけども、や

はり広い意味、大きい意味では高校生も交通弱者に

含まれてくるのかなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 私もウィキペディアでちょっ

と見てみました。同じようなことが書いてあったん

です。 

 もっと加えると、そういった社会問題、交通弱者

に対する社会問題で、自治体によって定義がやっぱ

り異なっているっていうようなことも散見されるよ

うです。なので、そこが少し曖昧になっていること

がまず課題なのかなっていうふうな認識も私も持っ

ているところなんです。 

 やはり、交通弱者に対してただ帰りの時間に、電

車の時間に合わせてバスやタクシーを運行してもら

うっていうことが本当にいいことなのかどうなのか

っていうところも、コスト、費用対効果も含めて検

討する必要があるかと思うんですけれども、そうい

った今後ですけども、公共交通についてそういった

免許を取得できない層、高校生も含めてですけれど

もそういった方々に対しての公共交通サービスにつ

いて今後考えるような、検討されるようなことはあ

りますかないですか、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 やはり使ってもらって何ぼというところもござい

ます。かといってあまり、どうしても言葉は悪いで
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すけどサービス過剰になるとコストがかかるってい

うところもございますので、少なくても高校生の朝

の片道とかそういったのは、例えばＪＲとのアクセ

スを考慮したりだとかっていうのも考えながら、実

情、現実をちょっと見ながら検討はしていく必要が

あるというふうに考えてます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 検討の余地があるっていうふ

うに言っていただいたんですけれども、私は自動車

産業に従事してる身の中で、もっと自動車に乗って

もらいたいなっていう思いは持っていながらも、こ

れからカーボンニュートラルという大きな社会課題

の中で、車、移動手段を少しずつ共有をしていくっ

ていうのも湖西市は今取り組んでいるＢａａＳなん

かもそうだと思うんです。その中に、やはり若年層

ですとか、実際に車を保有している人も社会人もそ

ういったモビリティーを使いやすくなれば、駅まで

通勤で使おうとかっていうような人も出てくるんじ

ゃないのかなっていうふうに思うわけなんです。 

 なので、一番最初に御答弁いただいた今の湖西市

のコーちゃんバスの制度についても、知らない人が

多いんじゃないのかなっていうのもまず１点あると

思うんです。ここのＰＲはまずやっていただいて、

利用実績を増やしてもらう、そして今部長が言って

いただいた「使ってもらって何ぼ」なんですよね。

やっぱり制度は、メニューはたくさん用意するけど

も利用してもらえないんじゃ意味がないので、やっ

ぱりニーズをしっかりと取っていただきながらサー

ビスを提供していくっていうようなやり方がいいの

かなって思うんですけども、そういった調査みたい

なことは可能でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 高校にアンケートを取ったりですとかそういった、

あと利用者、使っていただいてる方にアンケートを

渡したりとかっていうふうな格好で、まずはどんな

現実があるかっていうのをちょっと調べていきたい

なというふうに考えてます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ありがとうございます。ぜひ、

もう少し交通弱者っていう視野を広めていただいて、

湖西市に住んでよかったなというふうに思えるよう

な政策を、考えていただきたいなっていうふうに思

うわけなんです。 

 やはり、今現状のコーちゃんバスですとかコーち

ゃんタクシーの運用については、やはりかなりコス

トがかかっていると思うんです。これを今の既存の

システムで運用していこうとすると、なかなか便を

増やしたりだとかっていうのは難しいかと思うんで

すけれども、今後のモビリティー政策、今新しく参

与に加わっていただいた方なんかも、次世代のモビ

リティー政策に精通をされたような方が御助言いた

だけるようになるのかなというふうに思うわけなん

ですけれども、そういった方、参与にも加わっても

らえるようなモビリティー政策、今後の政策につい

ては何かお考えがあるんです、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 だんだん質問が幅広くなってしまうので僕が答え

たほうがいいかと思いますけど、それはもちろん政

策参与はもちろんですし、そういったことのためと

いうかモビリティー政策だけじゃなくてカーボンニ

ュートラル、ゼロカーボンシティも含めたそういっ

た大きなまちづくりの観点で、今のところお二方、

平松さんと熊瀧さんですけれども、今後も含めてそ

ういった外部の客観的かつ先進的なアイデアもお持

ちですので、取り入れるところは取り入れていきた

いと思っております。 

 他方でやっぱり、少し戻りますけれどもさっきの

都市整備部長なり議員もおっしゃるとおり、要望、

実情がどれぐらいあるのかということと、費用対効

果っていうのは常に比較検討しなければいけません

ので、そこは実態と現実をしっかりと組み合わせて

いかないといけないかなというふうに思っておりま

すし、その中で次世代のものもＢａａＳのように、

ＢａａＳだけではなくて今回ちょうど水道のスマー

トメーターもそうですけれども、大分企業との連携

が深まってきておりますので、そういったところが
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深まっていけば新しいこれはっていうようなものも

生まれてくるといいかなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そうですね、これからのモビ

リティー政策について、現行のシステムだけではな

くて将来的には自動運転なんかを進めている自治体

もあったりですとか、そういったような試みを参考

にしながら新しいモビリティー、市民公共サービス

について考えていただきたいなっていうふうに思い

ます。 

 この項は終わりたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 次どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） ３つ目の質問に入りたいと思

います。 

 ３つ目は、ＳＮＳについてのお話しになります。

彼らと話していく中で、情報共有する中で、湖西市

のいいところ、残念なところっていうようなきっか

けからスタートしたんです。湖西市のいいところっ

てたくさんあるじゃないっていうような意見を子供

たちも、子供たちというか生徒さんたちも言ってく

れるんだけれども、実際にそういった情報発信、今

大分インスタグラムですとかいろんな媒体を活用し

ながら湖西市の情報発信していただいていますけれ

ども、もっと若い世代に対しても情報発信をしたら

どうかっていうような提案がありまして、請願の２

つ目に彼らがよく使うインスタグラムなど、若い世

代へさらなる湖西市の情報発信をしてはどうかとい

うような提案を受けたんですけれども、その件につ

いて湖西市の考えを伺いたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） お答えいたします。 

 湖西市の情報を発信していますインスタグラムで

ございますが、市の公式インスタグラムをはじめ湖

西・新居観光協会ですとか、新居関所史料館などそ

れぞれのアカウントで運用をしています。 

 令和４年３月に策定をいたしました湖西市移住・

定住プロモーション戦略は、移住・定住に特化した

戦略ではございますが、その中で市の公式インスタ

グラムは主なターゲット層として、市外に住む湖西

市出身者などの若い世代に向けて、市の魅力や移住

定住インセンティブなどの情報を届け、湖西市の暮

らしに興味を持っていただく媒体として位置づけて

運用をすることとしております。 

 背景といたしましては、市の喫緊の課題でござい

ます移住・定住政策のための情報発信において、湖

西市はやはり浜松市などと比べますとメディアの露

出の機会が少ないことですとか、愛知県豊橋市など

東三河に対して県境を越えての情報が届きにくいと

いった現状がありますことから、そのターゲット層

の利用が多く見込まれますインスタグラムによって

情報発信をするというものでございます。 

 現在、市の公式インスタグラムでは情報発信は週

２回、グルメ情報、風景・花情報、余暇情報、結

婚・出産・住居情報などを発信しておりまして、引

き続き今後も投稿ごとの数値管理などとあと分析を

行いながら、ターゲット層のニーズに寄り添えるよ

うな試行錯誤を繰り返して運用していきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 週に２回投稿していただいて

おって、私もハートマーク、いいねっていうふうに

気がつけばですけどもさせていただいているとこな

んですけれども、彼らが、高校生の生徒さんたちが

意識をしていいねっていうフォローをしてくれるた

めの、高校生のためにっていうわけではないんです

けれども、職住近接でいうところの若年層に対して

アプローチをされているとは思うんですけれども、

投稿のコンセプトみたいなの、そういうのをもし分

かりやすく伝えていただければ私たちもそれをまた

情報発信にお手伝いができるのかなと思うんですけ

れども、どうでしょう。コンセプトについて少しお

話いただけますか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） インスタグラムの投稿の

コンセプトでございますが、浜名湖のほとり・ゆっ

たり・おいしいこさいのくらしというのを基本コン
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セプトとして、それに沿った投稿をするようにして

います。浜名湖のほとり・ゆったり・おいしいこさ

いのくらしでございます。 

 これは、事前にワーキンググループを組んでこの

戦略について検討しておったわけなんですが、もち

ろんアドバイザーにも入っていただいて御意見をい

ただいているところです。 

 やはり大きな浜松市、豊橋市の間に挟まれている

この湖西市でございますので、そこと差別化ができ

るような湖西市の暮らしの魅力を検討したところで

す。 

 １つ目としては市内のどこからでも浜名湖に近い、

浜名湖が身近な町であるということ、それから２つ

目は都会とは違う田舎のゆったりとした暮らしがで

きること、それから３つ目としておいしい食べ物が

多いこと、この３点が浜松市、豊橋市に負けない湖

西市の魅力だというふうに考えて、このようなコン

セプトで進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ありがとうございます。いろ

いろとコンセプトも考えて投稿していただいてると

思うんですけれども、実際に投稿されて数値管理も

されているっていうことなんですけれども、どうい

ったところにフォロワーの皆さんがいいねってやっ

てくれるのかだとか、そういった市民がＳＮＳに求

める情報っていうのはどのように分析されているの

かなっていうふうにちょっと伺いたいんですけど、

どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 先ほどお話しましたよう

に、皆さんからのどこにフォローしてくれてるかっ

ていうのは分析をしておりまして、またフォロー外

のリサーチですとかそんなこともやっていて、出し

ているところでございます。 

 投稿ごとに、先ほど言いましたフォロー外のリサ

ーチですとかしておりまして、プロフィールへのア

クセス数ですとかそういったものを記録しまして、

どのような投稿が新たなフォロワーの獲得につなが

っているかということを分析をしております。 

 その結果、今では飲食店などグルメ情報が特にフ

ォロー外の方、このフォロー外というのはフォロー

したりさっきのハートマークですね、ああいうのを

つけてもらうんではないですけど、やはり見ていた

だいた方、そんな方の情報も広がっているんじゃな

いかなというふうに思っています。 

 先ほど言ったように、若い世代をターゲットにこ

のインスタグラムをやっておりますけれども、ター

ゲットが必要とする情報に加えまして、市で進めて

おります移住・定住の促進策ですとか子育ての支援

策、これらを市として移住対象者に伝えたいってい

う情報を月に１回は取り入れて投稿しているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やっぱりそういったデータっ

ていうのはすごく重要だと思うので、どんどんどん

どん若い人たちはＳＮＳの形態も変わっていってて、

去年の高校生はインスタグラムって言ってたんです

けど、今年はもしかしたらＴｉｋＴｏｋとかって言

うかも分からないですよね、これを追っかけていく

というのも大変なことだとは思うんですけれども、

そこに負けずに情報発信をしていっていただきたい

なというふうに思っております。 

 加えて、プッシュ型でＬＩＮＥなんかも一生懸命

やっていただいて、これは私たち社会人にとっては

ＬＩＮＥの中でもフォルダをつくっていただいたり

だとか、割と使いやすい環境になってきているのか

な、欲しい情報をプッシュしてもらえるような仕組

みっていうのはすごく参考になるなっていうふうに

も見ておりまして、そういったようなＬＩＮＥとの

使い方、使い分けみたいなお話を伺えればなと思う

んですけど、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 使い分けでございますが、

先ほどお話しましたようにインスタグラムのほうは

若い世代で、市外の方にというところであります。

ＬＩＮＥについても当初は湖西市の知名度を上げる

ために、市外の方に湖西市を知ってもらう、湖西市

のファンになってもらうっていうところが最初あっ
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たわけですが、引き続き特産品のプレゼントを行い

ながら市外の人に魅力を発信しているというところ

があります。 

 それから、先ほど議員からも御紹介ありましたよ

うに、子育ての情報ですとかプッシュ型で来るもん

ですから送らせてもらっているので、自分でどうい

った情報を取りたいかということを、市民の方に対

しても情報発信できるようにしてるところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ちょっと本線から外れてきて

いるんで修正したいと思います。すみません。 

 やはり彼らと話をしている中で、共通のハッシュ

タグを使っていけばファンも増えていって、高校生

だとか若年層も使いやすいんじゃないのっていうよ

うな提案を実は受けたとこなんです。今湖西グルメ

のハッシュタグをつけると、インセンティブちょっ

とあるよみたいなことがあって、私も絶賛応援中で

すけれども、そういった共通のハッシュタグとかっ

ていうようなものは検討ですとか何かあれば、私た

ちもそのハッシュタグをつけて情報共有できるのか

な、展開できるのかと思うんですけど、どうでしょ

う。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 今年の３月に請願をいた

だいた中で、高校側のほうとも一緒にできないかと

いうことで投げかけは実はさせてもらったりしてい

るんですが、高校生のほうも今忙しいようでして、

なかなかいろんな高校生と一緒にやろうというもの

がいろいろありまして、一緒にいると話をする機会

というのが、高校生自体と直接話をする機会という

のが今なかなかないというのが現状でございます。

ただ市のほうもやはりハッシュタグの上限になりま

す30個、湖西という言葉だけではなくて湖西という

ふうに検索してくれればいいんですが、そこがヒッ

トしないということもありますので、浜松市ですと

か豊橋市とかってそんな近隣のものも入れて、そこ

から湖西市が引っかかるようなそんなこともやって

おりますので、またちょっと今年度できるかどうか

っていうのはあれなんですが、高校生議会も11月に

はありますし、今後も高校生の意見なんかも取り入

れる機会があれば取り入れて、一緒に考えていけれ

ばというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 時間も大分たっているんです

けども、提案だけちょっとさせていただきたいんで

すけども、先般のおいでん祭で新キャラクターが発

表になりましたよね、ぜひこのキャラクターをハッ

シュタグにつけて投稿を広げてもらうっていうのが

一番いいのかなと思っているのと、あと最近インス

タグラムですとかツイッターの投稿を見ると、そう

いったキャラクターと一緒に写ってるような写真が

結構目につくんですよ、なのでぜひこの新しいキャ

ラクターのマスコット、今度は三次元で立体的にな

ると思うんです。なので、ぜひそういったマスコッ

ト、一緒に写れるようなマスコットをぜひ製作をし

ていただいて、それまた販売でもしてもらえれば、

私たちも一緒に持って歩くのもちょっと恥ずかしい

かもしれないですけども、写り込んで湖西市のＰＲ

ができるんじゃないかなと思うんですけど、どうで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 企画部長。 

○企画部長（小林勝美） 御意見ありがとうござい

ます。まさに我々もそれを考えておりまして、この

新しいキャラクターというのは、コーちゃんは市内

の今までどおりコーちゃんを使っていって市民のマ

スコットとして、シンボルとして利用していくんで

すが、新しいキャラクターにつきましては市外の方

に湖西市を知っていただくのが一番の目標でござい

ます。そのためには、先ほどから出てる豊橋市、浜

松市へキャラクターも出かけていこうかなと思って

いるんですが、いわゆる着ぐるみ、大きなものを連

れていくということもありますけど、今言った小さ

なぬいぐるみみたいなものが出張して現地を取材し

て、浜松市や豊橋市の情報を湖西市にも伝えながら

湖西市も併せてＰＲできるとかそんなことも考えて

おります。 

 この活用については、まだ調整段階ではあります
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がＫＳＬなんかにも御意見をいただこうかなという

ことで、次回のときにはその活用方法なんかも御意

見いただく予定でございます。また、御意見ありま

したらまたいただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ようやく話が合った感じで、

すごくうれしくこの項を終わりたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 質問の途中ですが、ここでお

昼の休憩を取りたいと思いますが、楠 浩幸君よろ

しいですか。 

○９番（楠 浩幸） はい、お願いします。 

○議長（馬場 衛） それでは、暫時休憩といたし

ます。再開は13時とさせていただきます。 

午前11時59分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて、会議を再開し

ます。 

 引き続き、９番 楠 浩幸君の一般質問を行いま

す。 

 主題１、質問要旨４番目からとなります。楠 浩

幸君、どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 午後も元気に一般質問を続け

たいと思います。よろしくお願いします。 

 ４つ目の質問です。ショッピングモールなど商業

施設の誘致について、湖西市の考えを伺うというこ

となんですけれども、誤解がないように少しお話を

させてください。 

 彼らと、昨年度ですけれども３回の意見交換を行

いましたというお話をさせていただいたんですけれ

ども、回数を重ねるごとに彼らの言動が変化してき

たんです。というのも、３回目の意見交換の最後に、

彼らに将来どのような職業に就きたいかというよう

な質問をしたんですよ。そうしたら、人と関わる仕

事に就きたいっていうようなことを言う生徒さんが

多くなってきた。湖西市の産業構造を鑑みてみます

と、接客ですとかいわゆる第三次産業の働く場所が

確かに少ないなっていうようなことは前々からお話

出てるところだと思うんですけれども、ここはやっ

ぱり職業の選択肢を増やすということも私たち大人

の責任だというふうに考えるわけなんですけれども、

湖西市の考えを伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 副市長、お願いいたします。 

○副市長（山家裕史） お答えいたします。 

 湖西市の商業施設は、新居地区に近々新たなショ

ッピングセンターが建設予定となっており、より充

実する方向にあります。 

 また、浜松市や豊橋市などには大型ショッピング

モールなどが複数あり、湖西市からも多くの方が買

物に出かけています。 

 このことから、現時点では近隣市にあるような商

業施設を新たに誘致し、立地することは距離的な面

などを考慮しますと難しいと考えております。 

 ショッピングモールではありませんが、個別の商

店の魅力を向上させたり、若い経営者による新たな

店舗設置などが、高校生や若者も楽しめるまちのに

ぎわいづくりになるとともに、職業選択の幅を広げ

ることにつながると考えております。加えて、職住

近接・未来ビジョンアドバイザリーボードにおいて

も、隣接する浜松市や豊橋市にはない湖西市ならで

はの魅力が必要との御意見もいただいております。 

 こうしたことから、令和３年度から空き家・空き

店舗での事業開始を支援する補助金を創設したほか、

令和４年度から新たにクラウドファンディングによ

る資金調達支援を開始するなど、湖西市で創業し、

発展していく後押しを始めました。 

 また、大型ショッピングセンターにはない湖西市

ならではの魅力づくりや地域の憩いの場などを目的

に、市内の飲食店や小売、地元農家のほか起業を考

えている人などが魅力ある個店を出店する「名物マ

ルシェ」を定期的に開催していきたいと考えており

ます。 

 さらに、中長期的には浜松湖西豊橋道路のインタ

ーチェンジの整備に伴い、商業・工業・観光のにぎ

わいを期待し、土地の利活用について検討している

ところです。引き続き、様々な御意見を参考にしな

がら、まちのにぎわいづくりに取り組んでまいりま

す。 

 以上でございます。 
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○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 私たち議員も大型のショッピ

ングモールがあったらいいなとかっていうようなこ

とに対しては、やはり否定的だったんです。ただ、

答弁にもありましたけれども個店の魅力をもっとア

ピールしたりですとか、もっと言うならば起業の後

押しをできるような、後押しもいいんですけれども

起業のきっかけになるようなスタートアップの支援

を引き続きやっていただけたらなっていうふうに思

っておりますので、ここの部分については共有でき

たのかなというふうに思っております。 

 ここの項目は以上で終わります。 

○議長（馬場 衛） それでは次へ、お願いします。 

○９番（楠 浩幸） ５つ目の質問に入ります。 

 サイクリングロードとパーキングエリアの整備に

ついて、湖西市の考えを問うっていうような内容な

んですけれども、御案内のとおりこの浜名湖周辺に

つきましては静岡県のサイクルツーリズムのモデル

コースにもなっている湖西市ではあります。ただ、

自転車で走って通過してもらってトイレとごみだけ

使ってもらうっていうのでは困るんで、滞在時間の

延長がポイントとなるっていうふうには思っている

んですけれども、その辺を踏まえて湖西市の考えを

伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えします。 

 浜名湖を周回する道路は、国土交通省からサイク

ルツーリズムの推進モデルルートに選定をされ、眺

望のよいコースとして人気も高く、週末には多くの

サイクリストでにぎわいを見せております。 

 一方で、自転車専用道はある程度整備をされてい

ます浜松市側に比べ、湖西市内の国道301号では部

分的に道路幅が狭く、矢羽型路面標示、自転車のナ

ビマークの設置はあるものの、狭隘部においては自

動車交通とのふくそうにより危険な状態が発生をし

ております。 

 そのため、自転車と自動車の分離走行ができる自

転車専用道の整備、狭隘区間の拡幅による自転車通

行帯の設置など、まずは安全な走行環境の整備が必

要であるため、管理者であります静岡県に引き続き

要望してまいりたいと考えております。 

 また、市内を通過するサイクリストに対し、どの

ように湖西市内へ立ち寄ってもらい、長時間滞在し

てもらえるかを考える必要があるとも考えておりま

す。舟運の活用など観光的アプローチを仕掛け、地

域の活性化や商業につなげ、迎える側の環境整備も

併せて推進していく必要があると考えております。 

 パーキングエリアの整備につきましては、松見ヶ

浦広場、新居関所など市内各所の休憩可能な場所や、

市内27か所に設置をされているサイクルピットを広

く紹介することや、新たな設置店舗を増やしていく

取組などを進めていく予定でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 迎える側の環境整備っていう

ところの中身を伺いたかったんですけども、そこも

またもう少し、具体的にはどのような環境を整えれ

ばお客さんというかサイクリストが足を止めてくれ

るのかというところなんですけども、その考えはど

うでしょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） 議員おっしゃるとおり、

今のサイクリストっていうところは湖西市のほうに

通って、通り過ぎるだけっていうようなそんな現状

もございます。つきましては、地域住民の方の御意

向というのも重要になると思いますが、先ほど言っ

た魅力ある個店をつくって立ち寄っていただくよう

なそんなところの後押しっていうことも今進めてい

るところです。また併せて、滞在型ということで今

滞在型の内容がサーフィンであるとかそういったマ

リンスポーツなんかを活用したその滞在型みたいな

のも増えてまいりまして、そんなところも考えてい

きたいなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 滞在型とか体験型については

また後の質問で伺おうとは思っていますけれども、

先ほど御案内ありました湖西市内のパーキングエリ

ア27か所っていうの、私も調べてみたんですけども

パン屋ですとかコンビニだとかいろいろあるんです
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けども、これがどんなふうに周知をされているのか

な、一覧表はぱらっと見て分かるんですけれども、

これがうまく活用されているようなツールっていう

のは何かあったりするんですか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） サイクルツーリズムに興

味がある利用者様から問合せがあると、そこら辺の

ほうを、浜松・浜名湖ツーリズムビューローがござ

いますけれども、そちらのほうに御紹介をしてサイ

クルピットのほうの設備のほうを充実するように増

やしてまいります。 

 実際、２年前と比べまして７件ほどの店舗も増え

ておりまして、徐々にそういった店舗なども増やし

ていければと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 先ほどのインスタグラムのと

ころでもちょっと御案内させていただいたんですけ

れども、やはりサイクルツーリストの人たちに対し

ても魅力的な湖西市の情報発信っていうのは必要じ

ゃないのかなというふうに思うわけなんです。なの

で、産業部さんとまた企画部さんとも連携しながら、

有用なハッシュタグですとかキャラクターだとか、

うまく使っていただきたいなっていうふうに思うん

ですけどいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） 議員のおっしゃるとおり、

企画のほうとも一緒に連携を組みながらＰＲしてま

いりたいと思います。 

 先ほど議員のほうから言われたように、通過する

だけではなくもうかる、お金が落としていただける

ようなそんなところも考えながら進めてまいりたい

というように考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やっぱり全庁で課題を共有し

ていただきながら、魅力発信、そしてお金が回るよ

うな構造にしていっていただきたいなというふうに

思います。 

 それでは、６つ目の質問に移りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） ここちょっとしっかりやりた

いと思います。 

 ６つ目の質問ですけれども、海や湖を生かした観

光レジャーの施設の誘致について、湖西市の考えを

伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えします。 

 海や湖を生かした観光レジャー施設の誘致につい

ては、まずは新居弁天地域の再開発を行うことを優

先してまいりたいと考えております。 

 この事業では、民間活力も導入をしながら年間を

通じたにぎわいの創出と、浜名湖全体の観光拠点と

なる新居弁天公園の再開発を行い、それによって地

域の活性化を目指します。そして、この地域から旧

新居宿場や湖西連峰ほか、市内そして浜名湖全体の

観光地へ結ぶ周遊の土台をつくり上げていきたいと

考えております。 

 現在は、新居弁天公園整備・管理運営事業の公募

中であり、令和５年３月頃には事業者が決定する予

定で、令和５年度中の事業開始を目指しております。 

 また、新居弁天地域から浜名湖周辺施設は、令和

３年７月に国土交通省により「みなとオアシス浜名

湖」として登録をされました。令和４年７月には日

本で初めて第１回の浜名湖キューバ・ヘミングウェ

イカップが開かれ、同日にはミナトリングや天浜線

マルシェがこの地域で開催をされるなど、市内外か

ら多くの皆様にもお越しをいただき、浜名湖のさら

なるにぎわいのスタートとなりました。 

 以上のことを踏まえまして、まずは新居弁天地域

から市全域に向けて着実に進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 幾つか伺いたいことがありま

す。 

 まず１点目なんですけども、今御答弁いただいた

ような新居弁天地区の再開発なんですけれども、今

年度中に事業者が決定するだろうということなんで

すけれども、今の状況、現状今どのような状況なの
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か伺えますか。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） まだ今公募中、先ほど答

弁申し上げたとおり、公募中でございますからまだ

12月までその事業所、公募を待っているそういうよ

うな状況になります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 応募状況を聞きたかったんで

すけど。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） 問合せは幾つかございま

すけども、まだ正式に応募ということではまだ確認

はしていません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今年度中に決定をしたいとい

うことですので、積極的な事業者さんへのアプロー

チもやっていただきたいなっていうふうに思うわけ

なんです。 

 そんな中でももうちょっと広く捉えて、湖西市に

魅力的な環境があるにもかかわらず、もったいない

なっていうのが高校生、生徒さんたちと話し合う中

での私たち議員と彼らとの共通の課題だったわけな

んですけれども、やはりどういう人たちに湖西市に

来てもらいたいなとか、そういったターゲットを絞

っていくだとかそのマーケティングについては、今

までどのような考えで進めてこられたのかなってい

うふうに思うんですけど、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） 先ほどちょっと申したん

ですけども、浜松・浜名湖ツーリズムビューローの

ところで観光のアンケートを行っています。浜名湖

観光圏のほうで市民満足度であるとか、観光に来た

とき、またどういった層がこちらのほうに伺ってる

かっていうのを調査をしているところがありまして、

新居弁天地区では御家族連れ、またカップルってい

うところの層が大変多くございまして、約８割ほど、

海湖館にもそちらに訪れる方が８割ほどいらっしゃ

います。新居弁天地区につきましては御家族連れで

あるとか、そういったところをターゲットに進めて

まいりたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やはり私たちも生活している

中で観光客の方を見ると、お子様を連れた家族連れ

が多く来訪されているのかなというふうに思ってい

るわけなんですけれども、今このコロナの環境の中

でインバウンドは今全くクローズされているような

状況なんですけども、これだけ円が安くなって、

140円を超えたような状態の中で、こんなに割安な

国はないっていったときに、インバウンドについて

は何かお考えがあったりするんです、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） 議員おっしゃるとおり、

本日も24年ぶりに円安で143円がついたというよう

なそんなところにありまして、これもインバウンド

についても浜松浜名湖ツーリズムビューロー、そち

らのほうにもお話をして浜名湖一体となって連携を

しながら進めて、インバウンドのほうも進めていき

たいというふうに考えております。 

 ウィズコロナとかアフターコロナっていうことを

見据えて、そういった取組も進めて、連携をしてっ

ていうようなところになりますけども進めていく予

定でございます。 

 内容的には、首都圏であるとか海外向けの商談会

とか展示会とかっていうところも、ツーリズムビュ

ーローのほうにもうちの職員が行ってますので、そ

ういったところでＰＲのほうにも参画していきたい

というふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今週末も幕張でそういったイ

ベントがあるかと思うんですけど、そういったとこ

ろに今回、浜松市とか湖西市とかって出たりするん

ですか、どうでしょう。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） そこまではちょっとつか

んでおりませんが、近々行くというようなことは聞

いておりますので、首都圏のほうにもＰＲのほうへ
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行かれることになると思います。ちょっと日程的に

はちょっとまだ確認をしていません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 時間も大分迫っておるんです

けれども、この項目の最後で伺いたいんですけども、

やはり総合計画の中にもＫＰＩが示されていて、体

験型観光の受入れ態勢を強化するよということで、

数値目標が設定をされているわけなんですけれども、

湖西市ならではの着地型の体験観光商品については

どのようなことになっているのか、最後にこれ伺い

たいと思います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） 着地型の商品については、

令和２年度46件だったのに対しまして、令和３年度

になりますけども49件と３件増加をしております。

49件のうち、28件が先ほど申したようなサーフィン

などのマリンアクティビティとか釣り船の浜名湖遠

州灘を生かした体験事業というような、そんなとこ

ろになっております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やはり滞在時間を長く取って

いただいて、こういった着地型の体験の観光の商品

を増やすことによって、お昼御飯を食べてできれば

夕飯も食べて、なかなか泊まっていただくっていう

施設が湖西市内には難しいんですけれども、お客さ

んが来れば、そういった滞在をしていくお客さんが

来れば宿泊施設も増えてくるのかなっていうふうに

は思っておりますので、こういったところをやはり

うまく活用していただきながら進めていっていただ

きたいなっていうふうに思っております。着実にこ

ういった商品が増えていることに対して安心をして

いるところですので、目標が55件ですか、もうちょ

っと数字的にはあるかと思いますけども、ただ55件

にこだわらずできるだけ多くの商品をそろえていた

だければなというふうに思ってます。 

 それでは、最後の質問に移りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 最後ですね、どうぞ。 

○９番（楠 浩幸） 冒頭申し上げましたように、

11月開催予定の高校生議会に対する期待ですとか、

高校生たち若者社会の、若年層の人たちの社会参画

について、湖西市の考えを改めて伺いたいと思いま

す。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 市長、お願いします。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 冒頭にも申し上げましたし、11月ということで楽

しみにさせていただいております。 

 ぜひ、高校生の視点でということがあろうかと思

いますので、冒頭申し上げたとおり自由な発想、か

つ自分事として、身近なこととして考えていただく

ということが一番この、やっぱり未来を担う高校生

をはじめ若い世代の方々とお互いに考えながら議論

させていただくということが楽しみかなと思ってお

ります。もちろん、今各論について一つ一つ、湖西

高校生の請願について御質問いただきましたので、

ほとんど11月に聞くことを今楠さんから聞いちゃっ

たような気もしなくもありませんけど、きっといろ

んな前向きなお話が聞けると、こっちも答弁者とし

ては期待をしておりますので、ぜひまた11月を楽し

みにしております。また、それをきっかけに身近な

話題を継続的に意見交換とか御提言とか、そういっ

た御議論がまちづくりに関してできたらいいなとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 若者の社会参画については、

各自治体でいろいろ苦労されているっていうふうに

感じているところです。 

 私たちが所属をする特別委員会でも、先進地の視

察を、このコロナ禍ですのでリモートではあったん

ですけれども新城市さんだとかとお話をする機会が

ございました。新城市さんには御案内のとおり若者

議会っていうのがあって、1,000万円の予算がつい

ていたり、そういった実行力が伴ったそういった会

議体なんです。御提案いただいてありがとうって言

うだけではなくて、やっぱり実行力が必要だと思う

んですけれども、そういった社会参画の機会を増や

すっていうことによって実際に実行される、これが

成功体験によって自分事になってくるっていうふう
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に思うわけなんですけれども、来年度の予算も踏ま

えてそういったような枠組みとか、そういったこと

は御検討いただけないのかなっていうふうに思うん

ですけどいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 来年度予算のことはまだ、当然議論を始めたばっ

かりというか継続案件とか新規玉も含めて今やらせ

ていただいておりますし、11月の議会はまず今回50

周年ということでそこで御議論させていただいて、

ただやっぱり議員のおっしゃるとおり継続的な自分

事なり身近なこととしてやっていくということは大

事でしょうからどういう形なのか、先ほど企画部長

からもありましたけれども今湖西高校生が湖西検定

なんかもつくってくれたりはしてますし、どういっ

たことで自分事としてかつ成功体験に導いていくか

ということは、新城市の穂積さんがやった若者議会

なんかも承知してますけれども、何がいいのかとい

うことはこれは虚心坦懐に考えていきたいと思って

おりますし、政策の実行に関してはやはりこれは高

校生ももちろんですし、地域の方々の御提言からも

もちろんですし、様々なところで優先順位をつけて

現実的に政策として落とし込んでいくことが必要か

なと思っておりますので、そこを踏まえて両面でや

っていけたらというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠 浩幸君、時間のほうが迫

っておりますのでまとめていただきたいと思います。 

○９番（楠 浩幸） まとめに入りたいと思います。 

 長々とお話をさせていただきましたけれども、や

はりせっかく聞いた若い人たち、学生たちの声をこ

うやって議会の場で述べさせていただいて、代弁さ

せていただいて市長部局、市長をはじめ当局から答

弁をいただくっていうことも一つの社会参画の一つ、

大事なステップだというふうに認識をしております

ので、ぜひ11月の高校生議会には十分な対応をして

いただきたいなということをお願いをして、私の一

般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、９番 楠 浩幸君の

一般質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員数は16名

であります。 

 次に、５番 福永桂子さんの発言を許します。 

  〔５番 福永桂子登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、５番 福永桂子さ

ん。 

○５番（福永桂子） ５番 福永桂子です。 

 現在は、共働き世帯が増加しています。積極的に

子育てをしたいと望む男性が増えています。その思

いが実現されれば、女性に偏りがちな育児や家事の

負担を男女で分かち合えることができます。 

 その結果、２人目が欲しいな、産後も働き続けた

いな、となると少子化対策やまた継続就業、そうい

うものが進むことになり、企業全体の働き方改革に

もつながると言われています。これは、厚生労働省

や民間のアンケートでもこの流れはほぼ明らかにな

っています。 

 このポイントを抑えながら、「育児・介護休業法」

改正への対応について、男性参画応援の視点から質

問をしていきたいと思います。 

 それでは、質問しようとする背景や経緯です。令

和３年６月９日に、育児・介護休業法が改正され、

令和４年４月１日に施行されました。法律の名称は

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律」です。 

 今回の改正は、大要２つの趣旨、育児休業制度の

柔軟化と男性が育児休業を取得しやすい職場環境の

整備に分けられています。この改正により、産後パ

パ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知、意向

確認の措置の義務化などが行われることになりまし

た。 

 厚生労働省「令和２年度雇用均等基本調査」によ

りますと、男性の育児休業取得率は年々上昇はして

いるものの、令和２年度で12.65％、女性の育児休

業取得率81.6％に比べ大きな差があります。「第５

次男女共同参画基本計画」において、男性の育児休

業取得率を2025年までに30％とすることを成果目標

として設定しています。 

 少子高齢化による人口減少が社会経済に深刻な影

響を与えている中、出産・育児・介護等による労働
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者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育

児等を両立できる社会を実現するためには、「育

児・家事は女性がするもの」「男性が育児休業を取

得するなんてあり得ない」等の考えや風潮を改め、

社会全体で男性の育児休業取得を推進し、そこから

男性の育児への継続的な参加を促すことが求められ

ています。 

 質問の目的です。今回の改正法は、事業主の協力

を得ることを前提に制定されています。その効果あ

る展開を図るためには、基礎自治体としての支援も

必要となると考えます。今回の法改正について、湖

西市としてどう受け止め、どのように対応されるの

かを明らかにしたいと思います。 

 では質問１に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○５番（福永桂子） 対象は事業者となっている今

回の法改正について、湖西市としてどう受け止めて

いるかを伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。市民安全部長。 

  〔市民安全部長 安形知哉登壇〕 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 今回の「育児・介護休業法」の改正は、近年の少

子高齢化やライフスタイルの大きな変化に対し、男

女ともに希望に応じた仕事と育児・介護を両立でき

る環境づくりを早急に進めることを社会全体で求め

るものと受けております。 

 「住みたい・住み続けたい」と思えるまちづくり

や人口減少、少子高齢化の抑制といった重要かつ根

本的な問題を乗り越えるため、また第４次の湖西市

の男女共同参画推進計画の基本施策「仕事と生活の

調和の実現のための支援」や「働く場における男女

共同参画の推進」に基づく、多様な働き方を可能に

する環境の整備といった施策推進の観点からも重要

な後押しと考え、前向きに受け取っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 大変前向きなお答えで、喜ば

しく感じております。取得率を上げるだけではなく

て、本当にこれからのまちづくりを視野に入れて男

女共同参画の視点からもやっていくという御答弁だ

ったと思います。 

 意識啓発とか理解を促進するっていうのは、本当

に大変な仕事だと思います。これからの道のりは困

難な道のりであると思いますけれども、本当に市役

所も議会も市民も共に一緒になってこれを進めてい

ければいいなと思っています。 

 それでは、２番の質問に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○５番（福永桂子） 各事業所では、今回の改正に

伴い具体的な対応が必要と考えられます。その内容

の周知は、国が行う以外に基礎自治体でも男女共同

参画の観点から、積極的に周知すべきかと思います

が、どのように支援されるおつもりですか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 今回の法改正は厚生労働省が管轄をし、各都道府

県労働局が制度改正に係る説明会や周知を行ってお

ります。 

 本市では、「育児・介護休業法」の改正について

市のウェブサイト、市役所だよりへの掲載、企業向

けメールマガジンへの配信により周知を行ったほか、

先日８月24日に開催をされました企業経営者・人事

労務担当者向けのダイバーシティ・マネジメントセ

ミナーにおいても触れておられます。 

 また、今回の改正は企業と従業員、双方にメリッ

トになることが理解されることによりまして制度は

より生きてくると考えております。今後は、男女共

同参画の観点からも市内企業へ意識の醸成を図るた

め、働きかけを行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 10月１日からの施行に向けて、

既に周知は始められているということが見てとれま

すので、事業主は心強いと思います。 

 ダイバーシティ・マネジメントセミナーを活用さ

れているということですけれども、一定の効果はあ

ると思いますけれども、御存じのようにダイバーシ

ティというのは多様性を意味します。それで企業な

どが多様な人材の個性を受け入れて、そしてその多
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様性を生かしながら組織力を強化していくというこ

とですね。なので、その重要なものに女性の社会進

出の取組などがあります。しかしながら、今回の法

改正は男性の育休に焦点を当てた改正であると言え

ます。なので、取得しましたに終わらず、育休中の

経験を生かしてその先にある生涯を通じたワーク・

ライフ・バランスです。それを確立していくことを

目指しています。 

 そこで質問ですけれども、男女共同参画担当とし

てくるみん認定制度やイクメンプロジェクトの周知

と活用を踏まえて、育休を促進することをお考えに

ならないでしょうか。 

 ちょっと御答弁の前に、傍聴者の皆様に簡単に制

度のメリットを紹介しておきたいと思います。 

 くるみん認定制度は、次世代育成支援対策推進法

に基づきます男女の育児休業取得率の目標を認定段

階に応じて定めています。例えばプラチナくるみん

では取得率50％以上です。認定を受けると、公共調

達における加点評価等があり、また中小企業は上限

50万円の補助制度などが受けられます。 

 そしてイクメンプロジェクトなんですけれども、

イクメンとは子育てを楽しんで自分自身も成長する

という人のことです。育児をすることが自分自身だ

けでなく、家族や会社や社会に対してもよい影響を

与えるというメッセージを発信しています。大変ユ

ーモアのあるサイトです。 

 元に戻りますけども、御答弁よろしくお願いしま

す。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 男女共同参画の観点からということなんですが、

今、今回の改正につきましては各企業さんのほうで

制度改正のほうを対応していただいております。今

回の改正がより実効性のあるものになるために、次

に何をやったらいいかというような形で各企業さん

のほうも手探り状態ではないかと思います。 

 そういう中で、市のほうからいろいろな情報提供

をするという中で、今市内の製造業の労務と人事担

当者の皆様が集まっております労務懇談会とか、あ

とは商工会の定例会とか勉強会なんかもあると思い

ます。そういうような場を借りまして、今議員言わ

れたくるみんの認定企業などで先進的な取組をされ

ております事例なんかを紹介をさせてもらいまして、

制度の利用について周知とか、あと講座のほうの案

内をできたらいいなとちょっと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） よろしくお願いしたいと思い

ます。それが本当に実行されて、促進につながれば

なと思います。 

 今よりもっと住みやすくて子育てしやすい湖西市

は来ます。だから、未来に向けてぜひ頑張っていた

だきたいなと思います。 

 それでは質問３ですね。 

○議長（馬場 衛） ３ですね、どうぞ。 

○５番（福永桂子） 今回の改正では、複数の法令

が関わる改正となり、人事労務担当者の負担も増す

ことが予想されます。今後、多様化・複雑化してい

く雇用等における男女共同参画の推進と、仕事と生

活の調和の分野における制度の推進について、湖西

市としても精通した職員の育成が不可欠だと思いま

すが、対策は何かお考えでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 改正の趣旨を踏まえまして、雇用等における男女

共同参画の推進と仕事と生活の調和について、制度

の普及啓発に取り組むことによりまして、性別を問

わず希望に応じて仕事と育児・介護を両立できる環

境づくりの推進につながると認識をしております。 

 男女共同参画に限らず、各所属において業務に関

する専門知識を備えて、企業の皆様や市民の皆様に

対し、より質の高い行政サービスを提供することが

職員に求められております。 

 本市の男女共同参画の推進についても、研修の活

用などによるスペシャリストの育成と併せ、各所属

で１人ずつ男女共同参画を推進する「さんかくリー

ダー」を選任し、職場全体における男女共同参画に

関する意識の底上げを図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 
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○５番（福永桂子） 事業を推進する上で、時代に

即した専門知識や能力を職員は身につける必要があ

るとの見解だと思います。 

 ところで、「さんかくリーダー」という言葉が出

てきたんですけれども、どのようなことなのでしょ

うか、また少し御説明いただけますか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 この「さんかくリーダー」につきましては、今年

度から新たに取組を始める事業になります。さんか

くリーダーさんに取り組んでいただくこと、また期

待をすることなんですが、まず１点目として各課の

男女共同参画に関する施策の推進リーダーになって

いただく。２点目に、各課の男女共同参画の旗振り

役として課員への周知や啓発をお願いをする。３点

目として、男女共同参画の視点が養われた職員の育

成につなげていきたいと。４点目として、各課の男

女共同参画の意識の底上げをしていきたいというよ

うなことから、またこの男女共同参画に関する取組

や意識づけなど、まだ始めたばかりですので無理の

ない取組から始めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 大まかに言いますと、結局、

業務の兼ね合いはあるけども、それぞれの所属の人

材を生かして横につながりながら組織として対応し

ていこうと、そういうふうな理解でよろしいでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） 最終的には、今議員

言われるように組織として底上げになれば一番いい

んですけど、まずは今うちのほうで求めているもの

はまず各所属、各課のいろんな環境というのが違う

と思います。その中で、まず各課の男女共同参画に

関する底上げを図ってもらって、その後、それを例

えば政策に横展開でつなげたり、あとは内部的な形

の中での取組なんかを進めていければと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 初めの第一歩ですね、頑張っ

てほしいと思います。 

 それでは４番目の質問に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○５番（福永桂子） 湖西市役所の男女別の育児休

業取得率と、平均育児休業取得日数をお伺いいたし

ます。また、男性の育児休業取得率等を向上させる

ためには、職場環境の改善などの取組が必要と考え

ますが、湖西市役所として具体的な取組はされてい

ますか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 令和３年度における育児休業取得率は、男性職員

が46.2％でございます。女性職員は100％となって

おります。平均育児休業取得日数は男性職員が平均

12日、女性職員が平均372日となっております。 

 男性の育児休業取得率を向上させる具体的な取組

としましては、この９月議会に上程しております条

例改正で、産後パパ育休制度の運用が緩和され、育

児休業をより取得しやすい環境が整うものと考えて

おります。 

 職場内や管理職の取得に対する理解の徹底を図る

とともに、取得手続や給与の取扱いなどに関する情

報を男性職員へ個別に案内をしていきます。 

 また、取得休業期間に応じまして会計年度任用職

員の補充など、職場内の体制を安定させる対応を取

っていきます。男性職員、女性職員にかかわらず全

職員が気兼ねなく、安心して育児休業を取得できる

よう努めてまいる所存でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 男性が46.2％の取得率って、

ちょっとこれ驚きの数字ですね、びっくりしました。

平成31年度のこの情報の公表ですか資料では、女性

は100％ですけども男性は5.9％とあります。取得率

が大きく上がった主な要因は何だとお考えになって

いますか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） お答えします。 

 短期間で育児休業を取得するということができる
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というのをまず男性職員が知ったっていうことと、

周りが取り始めたということで自分も取ってみよう

と思ったり、取りやすくなったということが主な要

因と考えます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 情報が行き渡っているという

ことはとてもいいことだと思います。また取りやす

い、本当に環境であるというそれも大変すばらしい

ことです。誰が休んでも回る職場にするということ

は大事なことだと思います。 

 それで１つ質問があります。市民意識調査により

ますと、男性が育児休業を取得しやすいと答えた割

合は、令和２年度で26.7％となっているんです。こ

の数字についての総務課としての見解はどうでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 総務部長。 

○総務部長（田内紀善） 市民意識調査につきまし

ては、市民の方が思われたことなもんですから、ち

ょっと職員とはまた違うと思いますけど、育児休業

の取得につきましては公務員のほうはいろいろと優

遇措置があるもんですから、期間が長いとかありま

すので、いずれにしましても大きい企業のほうはそ

ういうことが、育児休業の取得については理解があ

ると思うんですけど、問題は中小企業へお勤めの零

細企業がなかなかそういった環境には整ってないと

いうふうに感じます。 

 市役所としましては、できるだけ取得できるよう

にしていますので、ちょっと取りやすさの26.7％と

いうのはちょっと低いと思います。 

 ちなみに、令和３年度は男性職員46.2％の取得率

ですけど、今年度は今のところ60％の取得率になっ

ていますので、市役所としては順調に職員のほうが

取得をしているというふうに感じております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ぜひ市役所自らが企業に向け

て、市民に向けて範を示していただきたいなと思っ

ています。 

 というのも、30％の男性がマタニティーハラスメ

ントを経験して、そして40％は育休取得を断念して

いるという世間ではデータがあるんです。事業所内

でのそのような経験が、結局長い目で見たところ離

職を引き起こしているというそういうデータがあり

ます。なので、この法律が目指すところは育休

100％ですので、ぜひ市役所は積極的に行動を起こ

しまして、自ら範を示していただきたいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

 それでは質問５に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○５番（福永桂子） 湖西市全体で本制度を浸透さ

せるため、相談窓口の設置、説明会や勉強会などを

開催するお考えはありませんか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 育児・介護休業制度、雇用や企業の課題に関する

相談では、関連法の知識に精通をした専門員や相談

員の対応が求められると認識をしておりますので、

市へ問合せや御相談があった場合には、労働局の相

談窓口を御案内をしております。市ウェブサイトに

も労働局の相談窓口の掲載を行っており、今後も周

知を図ってまいりたいと考えております。 

 また、説明会や勉強会の実施につきましては、ダ

イバーシティ・マネジメント推進事業としてセミナ

ーや専門家派遣を実施しております。今後は、男女

共同参画事業の観点からも事業者及び市民の意識の

啓発につながるようなセミナーの開催を関係課と連

携をしながら、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 意識啓発につながるセミナー

の開催を検討していきますっておっしゃいましたけ

れども、その中身、コンテンツについて考えておら

れることはありますか、ちょっとお聞きしたいんで

すけども。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えいたします。 

 中身なんですが、やはり市の男女共同参画の観点

からも４次の推進計画の目的にも上げておりますワ
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ーク・ライフ・バランスの推進、そして家事や育

児・介護への共同参画の促進ということになってお

りますので、やっと今制度改正がされましたので、

その制度を今度は本当に制度を生かすためのセミナ

ーというのを、いろんな例えば企業さんのニーズな

んかも把握をしながら、セミナーの内容を考えてい

ければと考えます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 今おっしゃったこともすごい

大切な中身だと思います。 

 私があと２点、３点ほど大事かなと思うことは、

やはり制度を浸透させるためには優秀な人材の確保

や人材の定着やまた生産性の向上、企業のイメージ

アップにつながることを中小企業にも意識づけして

いくことが大事かなと思います。 

 そしてもう一つは、性別によるステレオタイプと

いいますか従来型役割分担的な働き方とか休み方は

もうやめて、働き手が希望する働き方や休み方やキ

ャリア形成ができるようにすることも重要であると

いうことの認識、それを広めていくようなセミナー

っていうのもやっぱり大事なのかなと思っています。 

 それでは６番。 

○議長（馬場 衛） 最後の分ですね。 

○５番（福永桂子） 最後です。希望に応じて男女

共に子育てしながら働き続けられる湖西市であるた

めには、今後ワーク・ライフ・バランスを見直すな

ど、男女共同参画の視点から男性への支援の実施を

する仕組みをつくることも重要です。このための取

組はお考えでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 性別を問わず、希望に応じて子育てをしながら働

き続けられる社会の実現には、男女双方の理解が必

要であり、男性に対する支援も重要であると認識を

しております。 

 本市では、第４次男女共同参画推進計画の施策に

「家庭・職場・地域・教育などの場面での制度や慣

行の見直し」「家事・育児・介護への共同参画の推

進」を掲げており、プレパパ・プレママ教室等の男

性も対象とした家事・育児講座などを実施しており

ます。 

 今後は、様々な分野のニーズを把握し、男性に対

する効果的なアプローチについて情報収集等をして

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） プレパパ・プレママ教室等は

効果的と思います。しかし、その場限りの育児体験

や講話では、さあ本番になりました、育児や家事は

千差万別です。そして、突発的な事件も多いんです。

情報や経験の少ない男性が、戸惑いや悩みにぶつか

るのは避けられないと思うんです。そんなときにど

う支援していくのかが大切と思っています。 

 育休取得の懸念点になっているところは、「育休

を取ったけれども子供のお世話はできなかった」

「家でゴロゴロしてた」「遊び出歩いてしまう」な

どといったものなんです。なので、このような現状

を踏まえてお聞きしたいことは、男性の育休ネット

ワークがほとんど湖西市でもないということなんで

す。なので、ネットワークづくりというものが必要

と思われるかどうかっていうことをお聞きしたいの

と、そういうあるべきイメージというのは持ってい

られるかどうか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 男性のネットワークづくりについてなんですけれ

ど、やはり今後、今回の法改正が進みまして効果的

な制度となるためにはやはり男女共に育児・介護・

家事に共同に関わっていただくということが非常に

必要かと思います。やはり先ほども、今の男女共同

参画のいろんなデータにもあります。男性は仕事、

女性は家事というような無意識の思い込みというの

がまだまだあります。ということで、この辺りをや

はり解消していくというのも非常に重要なことと思

います。 

 男性の中ではやはり仕事のことは分かるけど、な

かなか家事のことは分からないとか育児のことは分

からないっていうことから、手を出せてないという

ようなこともあるかもしれませんので、その辺りは
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今議員言われたような例えば経験者からのいろんな

伝達じゃないですけどアドバイスとか、そういうよ

うな場が設けられれば、例えば男性なんかも自信を

持って子育てや育児に対して積極的に楽しんで参加

ができるのかなと考えます。 

 ということで、そういうネットワークづくりとい

うかそういう情報の収集の場とか、そういう伝達の

場とかそういうのはあるといいかなとは思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ここの部分はとても大事なこ

とだと思いますので、少し具体的に掘り下げたいの

ですけども、そのネットワークづくりの中に育休中

はどう過ごせばよいのか、何ができるのかというこ

とを入れていくことが必要だと思います。そして、

どうやって夫婦で家事分担をするのかを様々な事例

で示してあげることができればよいのではないでし

ょうか。意識改革のための研修や、20分ぐらいで理

解してもらえるような動画をつくって見てもらうと

いうのも手だと思います。男性相談窓口、労働局の

ほうがやっているんですよね、そこにすぐつないで

あげられるっていうことも大切かなと思っています。 

 そこで小さな提案なんですけれども、質問２で紹

介しましたイクメンプロジェクトの中にイクメンの

星を決めたり育児体験談の紹介をしていて、その様

子がＹｏｕＴｕｂｅに上がっています。意外と面白

くて、それをデジタルサイネージで流したりとか特

集を組んでどこかで紹介したりすればどうかなと思

うんです。 

 若者は、興味があればそこからすぐイクメンサイ

トに入って調べたりしますので、押しつけられるの

ではなくて自分で調べて判断して、そういう輪が広

がっていくっていう機会にもなると思うんですけれ

どもどうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市民安全部長。 

○市民安全部長（安形知哉） お答えをいたします。 

 今議員言われたように、いろんな情報の発信って

いうのがやはり重要かなと思います。 

 今、市のほうでやはりいろんなウェブサイトであ

ったり広報とかいろんなツールはあるんですけど、

今議員言われた例えばＹｏｕＴｕｂｅとか、今皆さ

んいろんなメディア、そういう形で情報を得ており

ますので、本当に短時間で実際のその制度の中身で

あったりいろんな経験談を知ることができるような

ものがあれば、そういう形で情報発信をぜひしてい

きたいと考えます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） ありがとうございます。 

 ちょっと持ってきたので見せてみますけれども、

そのイクメンサイトが出してる育児休業届なんです

けども、これは説得型という育児休業届です。そし

て、かわいい型育児休業届がこれです。そして、侍

型育児休業届というこういうふうなものがあるんで

す。ちょっとユーモアを出してこういうふうなもの

もつくって、ダウンロードしたりできるようになっ

ています。とてもいいサイトなので、周知されたら

いいかなと思います。 

 男性というのは、一般的にプライドが高くて人に

質問できなかったりおしゃべりが苦手で孤独になり

がちの方も多いようです。地域活動への参加も女性

に比べると大変少ないです。そういう意味で、ユー

モアで和みながら育児の楽しさや悩みを共有できた

り、仲間を増やしたりする居場所が男性にも必要と

思います。イクメン環境整備をこれから期待してい

ます。 

 それでは最後に、市長にお聞きしたいんです。ち

ょっといつものことなんですけどもよろしくお願い

します。 

 この一般質問で担当課と多くのやり取りがありま

した。市長もお聞きになったその上で、男女共同参

画は啓蒙活動や周知が中心であって、その施策は市

役所全課にまたがって、目標達成のためには本当に

幅広く、そして深く掘り下げた活動が必要なんです。

男女共同参画に対する取組や活動への支援が必要で

す。支援のために市としてこれまで以上の予算措置

をするお考えはございませんか。 

○議長（馬場 衛） 質疑通告外ですが、市長よろ

しいですか。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 
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 通告なしでも大体、今日は朝からそんな感じなの

で幾らでもお答えできる範囲ではもちろんさせてい

ただきますし、ちょっと予算に関してはさすがに今

じゃあ幾らだとかっていうことまでは積み上げてお

りませんので、そこは御容赦いただきたいと思いま

すけれども、冒頭、議員なり部長からもあったとお

り法改正されて制度もこれから拡充というか前向き

に変わっていって、さっきのＳＮＳだったりＹｏｕ

Ｔｕｂｅだとか対面も含めて、相談だとかツールを

増やしてやっていくことはあろうかと思います。こ

れは市役所の中の事業所としての市役所もそうです

し、先ほど議員もおっしゃった企業の意識改革も含

めてやっていくことが大事ですし、そうなるように

やっていくことが市としても取り組まなければいけ

ないと思っています。 

 釈迦に説法ですけど、さっきのくるみんなんかは

やっぱりＦＤＫだとか浜名湖電装さんだとか、そう

いった先進的なところもありますし、そういったと

ころが横展開できるような仕組みも必要だと思って

いますので、せっかくのこういった前向きな制度改

正でありますので、それを生かせるようなやり方は

これからも不断に考えていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 福永桂子さん。 

○５番（福永桂子） 積極的なお答えありがとうご

ざいます。 

 湖西市が本当に働きながら子育てができるまちに

生涯にわたって自分らしく生きていける未来に力強

く歩んでいくことを期待しています。 

 これで、私の一般質問は終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で５番 福永桂子さんの

一般質問を終わります。 

 再開から１時間を経過しておりますので、それで

はここで暫時休憩といたします。再開は、14時15分、

14時15分とさせていただきます。 

午後２時03分 休憩 

───────────────── 

午後２時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて、会議を再開い

たします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、16番 中村博行君の発言を許します。 

  〔16番 中村博行登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、16番 中村博行君。 

○16番（中村博行） 主題として、市立湖西病院の

病院経営についてということです。 

 質問しようとする背景や経緯ということで、毎年

度決算を見ている中で、疑問に思う点があるので資

料を基に伺い、病院経営の改善につなげたいという

ことです。 

 質問の目的、自力で持続可能な病院となるため。 

 質問事項に入るわけなんですが、皆さんのお手元

に資料が４ページほど出してあります。質問に入る

前に、この１ページ、２ページの内容でもってちょ

っと説明をしたいと思います。 

 まず１ページですが、直近の６年間の病院の損益

計算書の推移ということで、これは償却が変わった

年度から一応同じパターンで見えるもんですから、

こういうふうな形にしました。 

 それで、その次の（１）（２）がありますが、

（１）が収益です。（２）は費用です。 

 それでこのまとめ方ですが、１枚めくってもらっ

て３ページにありますが、収入についてはこの黄色

い部分を他会計負担金、これはもらっているものだ

から外します。それで、国・県・他会計、これも同

じ項目で、それを結局他力収入ということで国県の

ものはＢ、市からのものは負担金と補助金をこうい

うふうにまとめました。 

 それで収益のほうはそうすると大きく入院収益、

外来収益、検診収益ということになりまして、その

他に他会計負担金分を引いたものをここに上げてい

ます。医業外収益については、先ほど言いましたよ

うに国県市のものを外しまして残りのものを医業外

収益という形でこれ表しております。 

 （２）の費用のほうについては給与費、材料費、

それはそのままでここの３ページのほうの右側のと

この材料費、給与費はそのままにして、あと残りの

ものを経費ということでまとめてみました。 

 そうすると、ここに書いてあるとおり自力収入の
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ほうは外してあるもんですから病院自身が稼いだ金

額になります。それで、費用のほうはそっくりその

まま費用として合計で合うような形に決算書から引

いております。 

 それでまずそうすると、自力収入と自力費用とい

うか自分の使ったものがあるということで、１から

２を引けば病院の自分の稼ぎでその費用を賄って、

幾らマイナスになっているかというのを経過で見ら

れるとこういう表です。 

 その下が、国県からもらったもの、市からもらっ

たものということでこの推移が分かります。 

 それで、ＤについてはＡのとこに結局ＢとＣを足

してやるとこんなふうな形で決算書上の収支になる

と思います。それに特別損益が入ってきて、当年度

純利益が出ます。それで、そのほか企業会計だと剰

余金とか現金の残高がやっぱり黒字倒産ということ

もあるもんですから、一応ここに決算書の部分の未

処理利益剰余金高と期末の現金残高を載せてありま

す。こんな表にすると病院の経営の内容が、自分の

力ではこれだけやってこんなふうな実力値でマイナ

スがずっと来ていると、一時よくなったけどまたち

ょっと上がってきたという実力値がこれで分かると

思います。 

 一番最後のを見ると、期末残高とか剰余金があり

ますが、28年度のときには悪かったので少なかった

んですが、現在、令和３年度になるとこれが利益剰

余金高ではマイナス2,000万円が５億1,369万5,000

円になったと。現金は期末で見ると１億円弱のもの

が７億円近くまで増えているというような内容が分

かります。こういうものを経営状態で見ると、どこ

がどういうことだっていうことが分かるもんですか

ら、私はこういう表が欲しいということで一応ここ

に資料として出しました。そのほか、私今ちょっと

このキャッシュフローというのがあるんですよね、

これはキャッシュフローはお金の流れが分かるよう

にということであるんですが、このキャッシュフロ

ーが今のキャッシュフローだと間接法ということで、

この当年度利益から始まるもんですから、その前の

ものについてはどこにも表れてこないということで、

私はこのキャッシュフローもおかしいじゃないかと

最初思って、実際お金が市から入っているものが表

されないということでもって、それを財務活動のほ

うに入れて、それで実際に減っている医業活動のほ

うで使ったという形になると新キャッシュフローと

いうことで左側の図になります。今までの図は、今

までのやり方でいくと当年度利益から始まってるも

んですから、このキャッシュフローがお金がそこま

ででプラス側に行っちゃってると、財務のほうで減

ったという形になってるもんですからこれはおかし

いじゃないかということで、監査と病院とも話をし

ましたが、これは今の会計法上ではどうしようもな

いもんだということが分かりました。 

 それで、どうしてもそういうものが必要だったら

この最初に示した①の内容でもって表すしかないと

いうことが分かったもんですから、私はこの表を欲

しいというふうに一応考えました。 

 それで質問に入ります。 

 （１）企業会計では経年で経営状況を把握するこ

とも必要です。近年６年間の決算額の推移表を決算

附属書類に追加し、経営改善に活用できるようにし

たらどうですかという質問です。お願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。病院事業管理者。 

  〔病院事業管理者 杉浦良樹登壇〕 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えをいたしま

す。 

 決算附属書類につきましては、地方公営企業法施

行規則に定められておりまして、法令に準じて作成

のほうをさせていただいております。 

 直近の経営状況の推移は、この９月議会において

議員の皆様に配付される湖西市公営企業会計決算審

査意見書に記載されておりますので、改めて決算附

属書類に追加する予定はございません。 

 経営改善を図る上で、経営の推移や状況把握と活

用は重要なものと認識しておりますので、策定を予

定しております「市立湖西病院経営強化プラン」に

おいて今後の展開の参考にしながら、さらなる経営

改善に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 
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○16番（中村博行） そういうことで参考にしてく

れるということですが、これを見ると確かにどこが

よくてどこがどうだっていうことが分かるのと、こ

の状況を見ると赤字を補填しているのは市ですねっ

ていうことが分かるじゃないかと。 

 もう一つは、その状況があんまり変わってないね

ということで、中の改善はどうなっているですかっ

ていうふうなことに結びついてくので、私は改善に

つながってくじゃないかなと思ってこういう表を出

して、みんなでよくなるほうに見守っていきたいと

いうつもりで私はこれを必要なものだと考えており

ます。 

 私が出す出さんを決めるわけじゃないもんですか

ら、これは病院のやることでこれ以上こういうもん

で我々は見てますから、よくしてほしいということ

でこれは終わります。 

○議長（馬場 衛） 次へ移ってください。 

○16番（中村博行） ２番へ行きます。２番のほう

は、私は毎月例月監査からいろいろとデータを取っ

てやって見ております。この中で見ていると、年に

１回３月に決算があるわけなんですが、その決算に

なる数字がこれを基に決算書ができてくるというこ

とが分かりました。それが決算書として、決算書の

固まるのが何か月かかかるということで、これをも

っと短くすればいろんな部分の基本になるものが固

まってからのほうが移動が少なくなるもんですから、

そういうふうなことに全力をかけて中の改善を進め

ていけばもっといろんなことが分かるようになるじ

ゃないかということの質問です。 

 （２）例月監査を基に決算処理が進められていま

す。決算は３月31日で締め、その経理の状態を表す

ものです。決算の確定処理に令和２年度は３か月、

令和３年度は２か月かかっています。これを１か月

で処理できるようになれば、さらに経理の事務改善

が進むと考えますがいかがですか。 

○議長（馬場 衛） 病院事務長。 

○病院事務長（太田康志） お答えをいたします。 

 毎年４月下旬の例月現金出納検査に提出する合計

残高試算表には、３月の経営状況のほかにその年度

の累計が表示されますので、決算に近い数値を報告

することになりますが、これはあくまでも３月の経

営状況の報告であって、決算の報告ではありません。 

 決算処理には通常業務と並行し、例月の定例的な

処理に加えて、年度中には行えない消費税の計算に

必要な課税・非課税の区分の再チェックや、軽減税

率の確認等の作業が必要となってまいります。もち

ろん、公営企業会計システムを活用して処理を行っ

ているわけですけれども、これらの作業を正確に行

って決算の数字を確定するには、やはり２か月間の

時間が必要でございます。 

 なお、地方公営企業法では事業年度終了後２か月

以内に決算書を提出することになっていますので、

同じ企業会計であります水道事業会計や下水道事業

会計も同様の取扱いをしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 規則にのってやってるよとい

うことですが、自分のことで考えるといかに早く現

状を捕まえて手を打つかという形になるもんですか

ら、その事務処理を早くすれば片一方、決まってな

いとこから新の年度が始まるもんですから、年度に

始まるということは仮の数字で動かしていって、そ

れでまた修正が入るということですので、私はこう

やってやることをもっと前向きに考えて、何に問題

があるかっていう部分の確認なら、確認をどうやっ

たらできるかということをみんなで考えて進めてい

けば、まだ短い短期間でできるじゃないかなという

ふうに思ってます。私がやるわけじゃないですから、

一応私はそういうふうに考えて私ならやりますと、

自分事で考えるとそうなりますということです。 

 じゃあ、次に３番目に行きます。 

○議長（馬場 衛） ３番ですね、どうぞ。 

○16番（中村博行） 市の病院への補填分は３月の

例月監査での利益剰余金、現金預金残高を見て決め

るべきだと考えますがいかがですかということなん

ですが、これちょっと私、３月という数字をちょっ

と入れたもんですからこれだとちょっと間に合わな

いという話になるかも分からないですが、その辺は

要は例月監査の新しい最新の情報を使って、次のも

のに残高を見て決めるべきだというふうに私は考え
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ますがいかがですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 病院の予算編成につきましては、前年度の決算見

込みを基準とし、年度末における現金預金残高等を

予測した上で資金不足にならないよう考慮し、繰出

金を決定しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） それだとずっと黒字になって

るので、資金不足ということはあり得んじゃないで

すかね。ずっと通して見ても、１番の表を見てもこ

んなふうにずっと現金を増えている一方で、マイナ

スになるなんていうことはちょっと考えられないの

で、それはちょっと考え過ぎかなというふうに思い

ます。 

 それで、私はこの未処分利益剰余金高っていうの

は、これは令和３年度ですが５億1,369万5,000円っ

ていうふうになってますが、利益剰余金自体はどの

くらいあるかということを聞いたらいけないのかね、

これに要は、私分かってますから建設改良積立金と

減災積立金が入るのでもっと増えてくるということ

で、金額がそういうふうに剰余金になんかもあると

いうことは、そういう補填分を決めるときに次にこ

の補填分を何に使いましょうかっていうようなこと

は病院と話をされているんですかね。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（袴田晃市） お答えをいたします。 

 令和４年度の予算要求の時点にはなりますけども、

病院側が作成されました予算要求書、こちらを健康

福祉部の複数人の職員で内容を確認をさせていただ

いてございます。 

 令和４年度分につきましては、収益・支出を合わ

せまして60項目以上をこちらのほうでちょっと確認

をしたいという項目を挙げ、それに対するヒアリン

グを行いまして決定をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 私の聞いてるのは、剰余金が

これだけあるから次にどのような使い方をしましょ

うかって聞いたつもりなんですが、剰余金があって

も止めとくだけじゃお金は何も働かないので、ため

たお金を次に向けて何かやるものに使っていかない

と、ただ市からこんなふうに１の表で見るようにお

金を大分もらって残高ができてそれをためているだ

けで何も使わないっていうのは、ちょっと経営的に

マイナスというか活用されないのはちょっとおかし

いじゃないかなというふうに私は考えます。 

 そういうふうに一応これからは剰余金も次にどう

するかということを一応、その繰出金を決めるとき

に私は病院とよく話し合って計画を病院から出して

もらったほうがいいと思います。これには別に返事

は要りません。 

 次へ行きます。 

○議長（馬場 衛） ４番目、最後になりますがど

うぞ。 

○16番（中村博行） こういうふうな形で病院経営

に詳しいコンサルを入れて、医業費用を原価計算で

きる仕組みに変え、病院の自立化を進めたらよいと

考えますが、いろいろ仕組みを見ていっても１の表

のようにあんまり変わらないと、費用はかかってい

るという形に見えるもんですから、コンサルを入れ

てコンサルがいいよというもののシステムを入れて、

現状をフィードバックできるようなシステムにした

らいかがかなというふうに思いましたもんですから、

それについてお願いします。 

○議長（馬場 衛） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 当院といたしましては、何度もこの一般質問でも

あったとおり入院収益の増収が最優先課題と認識を

しております。これからの総合診療医の招聘や地域

包括ケア病床の拡大、在宅医療の強化など、地域に

必要な医療を提供しつつ持続可能な医療体制の確保

を努めていきたいというふうに考えております。 

 医療機関の原価計算やコンサルタントの導入は、

経営改善に向けた有効な手段であることは承知して

おりますので、費用対効果を踏まえながら来年度に

策定を予定している「市立湖西病院経営強化プラン」

において、検討してまいりたいというふうに思いま

す。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 中村博行君。 

○16番（中村博行） 検討してくということは、い

つものとおりでいくとやらないということかなとい

うふうにも取れますが、そういう言い方もちょっと

前向きでないので今は訂正しますが、いろいろその

中にも私、資料につけたように内容的に令和３年度

の３番ですが、これは決算と予算の比較ということ

で予算がどういうふうな組立てでできてて、それで

どんな結果になったという表でこれを見てます。 

 予算のほうですが、毎年予算については当期利益

が出てきません。それで私はこれを、ただこれは費

用と収入の差ですから引いてくれば出る話なんです

が、出てきません。それと、これが何でマイナスか

なというふうに思うんですが、市から黄色い部分が

国からもありますが、出されていてなおかつこれだ

けの赤字が出るということは、費用を多く見込んで

いるという結果になると思うんですが、それで達成

率を見ると今度は費用のほうの達成率を見ると大き

くマイナスになって余っていると、これは最初にこ

のマイナスで見込んだ費用の分もこの中に入ってい

ると、なおかつ収入のほうがこれだけ下がっている

のでその減った分もあると、中の改善の分もあると

いうことですごく大きくなってるのが私はちょっと

不思議だなというふうに思ってるもんですから、こ

ういう問題があるよということと次のほうの４ペー

ジですが、これについてはいろいろ今回のこの質問

に対して病院のほうと趣旨やいろいろと打合せをし

た中で、病院のこのやり方にも一応はどういうふう

な形になっているかということを聞きました。それ

で収入の入るほうが保険請求できるもの、病院の単

価で決まるもの、それと病院の事業で決まるものと

いう形になっていることを聞いたもんですから、そ

の３月の決算でもって色分けでしてあるとおりに収

支を見てくと、結果的に10億円の上がりになってる

と、これ保険請求のできるもの、これについてはこ

んなふうな形だと、検診については１億700万円ぐ

らいはプラスになってると、保育所については871

万円ぐらい赤字だよと、こういうふうな形のことが

見えるような趣旨でつくってる今のものだというこ

とを聞いたもんですから、だったらもっとこれで見

ると検診を増やしていって、保険請求のとこに問題

があるならどんな方向でやるかをやっぱり検討して

くべきじゃないかなということも一つ、次の見解と

しては出てくるかなというふうに、この結果から一

応推測できます。 

 という内容でもって、もっと具体的に何をどうし

ないといけないかということになると、もうちょっ

と層別なりなんなりしてそこの収支がどうだという

ことが分かるようにしていかないと、いつまでたっ

ても毎年10億円ぐらいは必要という方向から抜け出

せないじゃないかなと私は思いました。 

 私ごとで考えると、こんなふうな形のことが分か

りましたので、これを基にひとつ、経営改善につな

げていってもらいたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、16番 中村博行君の

一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。本日はこれにて散会いたします。お疲

れさまでした。 

午後２時44分 散会 

───────────────── 

 


